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令和６年第４回定例会（第４号） 

 

令和６年１２月１２日（木曜日）午前１０時００分開会   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 同意第 ４号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第 ３ 議案第５１号 七飯町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部改正について 

 日程第 ４ 議案第５２号 七飯町税条例の一部改正について 

 日程第 ５ 議案第５３号 七飯町手数料条例の一部改正について 

 日程第 ６ 議案第５４号 七飯町地域センター条例等の一部改正等について 

 日程第 ７ 議案第５５号 空き地の環境保全に関する条例の一部改正について 

 日程第 ８ 議案第５６号 七飯町営住宅の設置条例の一部改正について 

 日程第 ９ 議案第５７号 七飯町水道技術管理者の資格基準等に関する条例の一部改正について 

 日程第１０ 議案第５８号 七飯町公の施設に係る指定管理者の指定について 

 日程第１１ 議案第５９号 指定管理者の指定事項の変更について 

 日程第１２ 議案第６０号 令和６年度七飯町一般会計補正予算（第６号） 

 日程第１３ 議案第６１号 令和６年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第１４ 議案第６２号 令和６年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第１５ 議案第６３号 令和６年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第１６ 議案第６４号 令和６年度七飯町水道事業会計補正予算(第３号） 

 日程第１７ 議案第６５号 令和６年度七飯町下水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第１８ 発議案第１２号 七飯町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正について 

 日程第１９ 発議案第１３号 特別委員会設置に関する決議 

 日程第２０ 請願第 １号 七飯町体育館整備基本計画の取り下げを求める請願書 

 日程第２１ 請願第 ２号 〈七飯町体育館整備基本計画〉の全面撤回と再検討を求める請願書 

 日程第２２ 請願第 ３号 体育館建設計画は白紙に戻し、見直しを求める請願書 

 日程第２３ 発議案第１４号 訪問介護報酬引き上げの再改定を早急に求める意見書 

 日程第２４ 議員の派遣について 

 日程第２５ 閉会中の委員会活動の承認について 

   ────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１４名） 

    議  長 １４番  木 下   敏      副 議 長 １３番  川 村 主 税 

          １番  澤 出 明 宏            ２番  神 﨑 和 枝 

          ３番  江 口 勝 幸            ４番  青 山 金 助 

          ５番  川 上 弘 一            ６番  佐々木 陵 二 

          ７番  田 村 敏 郎            ８番  稲 垣 明 美 

          ９番  中 川 友 規           １０番  平 松 俊 一 

         １１番  上 野 武 彦           １２番  池 田 誠 悦 

────────────────────────────────────────── 
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○欠席議員（０名） 

────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条の規定により本会議に出席を求めた説明員 

   町       長  杉 原   太 

────────────────────────────────────────── 

○町長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

   副 町 長  工 藤   稔     
統括監（行財政改革担当）

兼  財  政  課  長  青 山 栄久雄 

   
統括監（公共施設整備担当）

兼 都 市 住 宅 課 長 川 島 篤 実     総 務 課 長  中 村 雄 司 

   情 報 防 災 課 長  庭 田 昌 輝     政 策 推 進 課 長  笠 原 泰 之 

   税 務 課 長  佐 藤 恵美子     会 計 課 長  佐々木 宏 美 

   住 民 課 長  福 川 晃 也     環 境 生 活 課 長  村 山 德 收 

   福 祉 課 長  谷 口 真 樹     子 育 て 支 援 課 長  川 崎 惠 子 

   健 康 推 進 課 長  竹 内 圭 介     商工労働観光課長  岩 上   剛 

   農 林 水 産 課 長  村 上 宏 樹     土 木 課 長  松 本 博 和 

   上 下 水 道 課 長  池 田   晃 

   ────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条の規定により本会議に出席を求めた説明員 

   教 育 長  俉 楼   司 

   ────────────────────────────────────────── 

○教育長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

   教 育 総 務 課 長  磯 場 嘉 和     学 校 教 育 課 長  柴 田   憲 

   生 涯 教 育 課 長  花 巻   亘     学校給食センター長  福 永 崇 弘 

   スポーツ振興課長  髙 橋 雅 貴 

────────────────────────────────────────── 

○農業委員会会長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

   事 務 局 長  赤 石   旭 

────────────────────────────────────────── 

○本会議の書記 

   事 務 局 長  広 部 美 幸     書       記  山 本 翔 大 

   書       記  伊 東 宏 樹      

    ────────────────────────────────────────── 

○会議規則第１１６条の規定により指名された会議録署名議員 

          １１番  上 野 武 彦           １３番  川 村 主 税 
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午前１０時００分 開会 

  ─────────────────── 

開 会 宣 言 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 皆さん、おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員数は１３名です。定足数に

達しておりますので、会議は成立いたします。 

 ただいまから、令和６年第４回七飯町議会定例

会の本日の会議を開きます。 

 池田誠悦議員から本日の会議に遅参する届出が

ありました。 

  ─────────────────── 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員として、 

１１番  上 野 武 彦 議員   

１３番  川 村 主 税 議員   

以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

同意第４号 固定資産評価審査委員会委

員の選任について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 同意第４号固定

資産評価審査委員会委員の選任についてを議題と

いたします。 

 提案説明を求めます。 

 町長。 

○町長（杉原 太） 同意第４号固定資産評価審

査委員会委員の選任について、提案理由を御説明

申し上げます。 

 次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任し

たいので、地方税法第４２３条第３項の規定に基

づき、議会の同意を求めるものでございます。 

 次の者とは、氏名、千島忠雄氏で、住所及び生

年月日は、議案に記載のとおりでございます。 

 提案理由となりますが、固定資産評価審査委員

会委員であります千島忠雄氏が令和７年１月３１

日で任期満了となることから、引き続き千島氏を

選任したく提案するものでございます。 

 千島氏は、大中山交通安全協会会長、大中山町

内会連合会会長、国民健康保険運営協議会委員、

豊田地区道営換地委員会委員などの要職を務めら

れ、周囲の信望も厚く、税に関する知識や固定資

産税評価についての豊富な識見を有しており、固

定資産評価審査委員会委員として適任者でありま

す。 

 また、平成２２年２月から固定資産評価審査委

員会委員として御活躍されていることは御承知の

ことと存じます。 

 よって、同氏を適任と考え選任いたしたいと存

じますので、御同意くださいますようよろしくお

願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただき

ます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、人事案件でありますので、議会運営例

規第１１１項により、討論を省略したいと思いま

すが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、討論を省略すること

に決定いたしました。 

 これより、採決を行います。 

 同意第４号固定資産評価審査委員会委員の選任

について、これに同意することに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、同意することに決定

いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

  議案第５１号 七飯町行政手続における 

特定の個人を識別するための番号の利用 

等に関する法律に基づく個人番号の利用 

及び特定個人情報の提供に関する条例の 
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一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 議案第５１号七

飯町行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 情報防災課長。 

○情報防災課長（庭田昌輝） それでは、議案第

５１号七飯町行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例について、提案説明申し

上げます。 

 別冊の議案関係資料の 1 ページ、資料１の七飯

町行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例の概要を御覧願います。 

 このたびの条例改正ですが、１の改正理由とし

て、令和６年６月７日に情報通信技術の活用によ

る行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに

行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタ

ル社会形成基本法等の一部を改正する法律が公布

されたことに伴い、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律、以

下「法」と言わせていただきますが、この法が改

正されます。 

 七飯町行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番

号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例に

おいて、上記、法の改正に伴う関係条文の整備が

必要であることから、一部改正を行うものでござ

います。 

 次に、２の改正内容でございますが、法第２条

第８項が新設され、現行の第２条第８項から第１

５項までが１項ずつ繰り下がることに伴い、法を

引用している条項の項番号を修正するという単純

な文言の整理でございます。 

 最後に、３の施行期日でございますが、この条

例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係

る関係者の利便性の向上を並びに行政運営の簡素

化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本

法等の一部を改正する法律、附則第１条第２号に

規定する日から施行します。 

 以上、条例改正の概要となりますが、改正の新

旧対照表につきましては、次の２ページ、資料２

のとおり添付してございますので、御参考として

いただければと思います。 

 以上、簡単ではございますが、議案第５１号七

飯町行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例についての提案説明となります。

よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第５１号七飯町行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の一部改正について、原案のとおり可

決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ─────────────────── 

 日程第４ 

  議案第５２号 七飯町税条例の一部改正 

について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第４ 議案第５２号七

飯町税条例の一部改正についてを議題といたしま

す。 

 提案説明を求めます。 

 税務課長。 

○税務課長（佐藤恵美子） それでは、議案第５
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２号七飯町税条例の一部改正について提案説明申

し上げます。 

 議案関係資料にて説明いたしますので、資料３

ページの資料３、七飯町税条例の一部を改正する

条例の概要を御覧願います。 

 １、改正理由。 

 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関

係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び

効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の

一部を改正する法律が令和６年６月７日に公布さ

れ、行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律、こちらの法律を以

下「法」と言います。法が改正されることに伴

い、七飯町税条例中の引用条項について改正を行

うものです。 

 また、地方税法第４４３条及び七飯町税条例第

８０条に定める軽自動車税の納税義務者である当

該軽自動車の所有者又は使用者が、交付された標

識（ナンバープレート）を毀損又は亡失した場合

において、その原因が故意又は過失に基づくとき

に納める標識弁償金については、実費を納めるこ

ととしていることから、令和７年４月１日届出分

からの弁償金額を実費相当額に改めるものです。 

 ２、改正内容。 

 （１）町民税関係等。 

 法の引用条項が繰り下がることに伴い、「第２

条第１５項」を「第２条第１６項」に改めます。 

 （２）軽自動車税関係。 

 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交

付等の規定について、標識の交付を受けた者の故

意又は過失により、当該標識を毀損又は亡失した

ときの弁償金「２００円」を「４００円」に改め

ます。 

 ３、施行期日。 

 この条例は、上記の各項目について、それぞれ

記載された日から施行いたします。 

 ４、経過措置。 

 改正後の原動機付自転車及び小型特殊自動車の

標識の再交付に関する経過措置については、記載

のとおりです。 

 資料の４ページから６ページには、資料４とし

て新旧対照表を添付しておりますので、御参照願

います。 

 以上、七飯町税条例の一部改正についての提案

説明とさせていただきます。御審議のほどよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議案となっております七飯町税条例の

一部改正については、詳細な審査を要することか

ら、総務経済常任委員会に付託し、併せて閉会中

の継続審査といたしたいと思いますが、これに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、総務経済常任委員会に付託

し、併せて閉会中の継続審査とすることに決定い

たしました。 

  ─────────────────── 

 日程第５ 

  議案第５３号 七飯町手数料条例の一部 

改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第５ 議案第５３号七

飯町手数料条例の一部改正についてを議題といた

します。 

 提案説明を求めます。 

 税務課長。 

○税務課長（佐藤恵美子） 議案第５３号七飯町

手数料条例の一部改正について提案説明申し上げ

ます。 

 資料７ページの資料５、七飯町手数料条例の一

部を改正する条例の概要を御覧願います。 

 １、改正理由。 

 「第６次行財政改革大綱」中の歳入確保の取り

組みとして、税務事務に係る手数料を見直し、こ

れまで無料としていた「固定資産税（土地・家

屋）名寄帳兼課税台帳」の交付手数料を令和７年

４月１日から有料化することとし、七飯町手数料

条例の一部を改正するものです。 

 ２、改正の内容は、徴収すべき事項及び金額を
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定める第２条関係別表２８の項を「土地・建物に

関する手数料」とし、「固定資産税（土地・家

屋）名寄帳兼課税台帳に係る閲覧及び交付１件に

つき３００円」を加えます。 

 ３、施行期日。 

 この条例は、令和７年４月１日から施行いたし

ます。 

 ４、補足事項といたしまして、固定資産台帳の

閲覧の手数料を定める七飯町税条例第７３条の２

において、毎年４月１日から固定資産税第１期納

期限まで実施する課税台帳の閲覧期間は、閲覧手

数料を徴しないことと定めていることから、当該

期間中については名寄帳兼課税台帳を交付する場

合のみ手数料を徴することといたします。 

 資料の８ページに、資料６として新旧対照表を

添付しておりますので、御参照願います。 

 以上、七飯町手数料条例の一部改正についての

提案説明とさせていただきます。御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議案となっております七飯町手数料条

例の一部改正については、詳細な審査を要するこ

とから、総務経済常任委員会に付託し、併せて閉

会中の継続審査としたいと思いますが、これに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、総務経済常任委員会に付託

し、併せて閉会中の継続審査とすることに決定い

たしました。 

  ─────────────────── 

 日程第６ 

  議案第５４号 七飯町地域センター条例 

等の一部改正等について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第６ 議案第５４号七

飯町地域センター条例等の一部改正等についてを

議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 行財政改革担当統括監兼財政課長。 

○統括監兼財政課長（青山栄久雄） それでは、

議案第５４号七飯町地域センター条例等の一部改

正等について提案理由を説明申し上げます。 

 このたび提案いたします七飯町地域センター条

例等の一部改正等でございますが、この改正は、

現在町が進めております公共施設の再編・再配置

計画により見直しの対象となった施設のうち、４

施設の再編・再整備等の協議が整ったことから、

４施設に関係する条例をまとめて一つの一部改正

等条例として提案するものでございます。 

 それでは、議案関係資料７、９ページをお開き

願います。 

 初めに、１の改正理由でございますが、今回見

直しする施設については、鶴野地域センター、鶴

野会館、精神障害者通所授産施設（ぽぽろ館）及

びさくら共同作業所の４施設となり、一つ目の鶴

野地域センターは、これまで鶴野町内会が鶴野地

域会館として利用されていた鶴野会館を鶴野地域

センターに集約し、今後、主たる利用が教育支援

センターと地域会館機能となるため、財政課から

教育総務課へ所管を変更いたします。 

 二つ目の鶴野会館は、隣接する鶴野地域セン

ターに地域会館機能を集約することに伴いまし

て、施設を廃止いたします。 

 三つ目の精神障害者通所授産施設は、実施する

事業内容の変更に伴い、施設名を七飯町就労継続

支援施設に変更いたします。 

 最後に、さくら共同作業所は、施設を廃止し、

民間団体等への貸付けを可能とするほか、当該施

設に入居する七飯町身体障害者福祉協会は、今回

の改正により施設の名称が変わり、就労継続支援

施設内へ移転いたします。 

 次に、２の改正内容でございますが、今回見直

しする４施設に関係する設置条例の改正となりま

すが、３施設については条例の一部改正となり、

１施設は条例を廃止するもので、まとめて一つの

一部改正等条例として提案するものであります

が、（１）の七飯町地域センター条例の一部改正

では、①として、鶴野地域センターの所管を教育

委員会とし、管理区分に教育委員会を追加しま
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す。また、設置規定に教育支援センターに係る内

容を明記します。 

 ②として、これまで５室あった研修室のうち、

教育支援センターが使用する研修室１・２と、地

域会館機能として使用する研修室３を削除し、研

修室４・５を研修室１・２とします。 

 次に、（２）の地域福祉施設の設置に関する条

例の一部改正は、鶴野地域センターに地域会館機

能を集約するため、地域福祉施設の設置から鶴野

会館を削除します。 

 次に、（３）の七飯町精神障害者社会復帰施設

条例の一部改正は、実施事業から「自立訓練（生

活訓練）事業」を削除し、併せて条例の題名及び

施設の名称を改正します。 

 最後に、（４）の七飯町さくら共同作業所条例

の廃止は、当該施設に入居する七飯町身体障害者

福祉協会が就労継続支援施設内へ事務所を移転す

ることに伴いまして、条例を廃止いたします。 

 次に、３の施行期日でございますが、この条例

は、令和７年４月１日から施行いたします。 

 最後に、４の経過措置でございますが、鶴野地

域センターの管理を町長部局から教育委員会へ所

管替えすることに伴いまして、必要な経過措置を

規定いたします。 

 以上、ここまでが七飯町地域センター条例等の

一部を改正する等の条例の概要となりますが、ま

とめて改正する４本の関係条例の新旧対照表につ

いては、次のページ、資料８からそれぞれ添付し

てございますので、御参考としていただければと

思います。 

 提案説明は以上でございます。よろしく御審議

を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第５４号七飯町地域センター条例等の一部

改正等について、原案のとおり可決することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ─────────────────── 

 日程第７ 

  議案第５５号 空き地の環境保全に関す 

る条例の一部改正等について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第７ 議案第５５号空

き地の環境保全に関する条例の一部改正について

を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 環境生活課長。 

○環境生活課長（村山德收） それでは、議案第

５５号空き地の環境保全に関する条例の一部改正

について提案説明申し上げます。 

 議案関係資料にて説明いたしますので、資料１

６ページ、資料１１、空き地の環境保全に関する

条例の一部を改正する条例の概要を御覧願いま

す。 

 １、改正理由でございますが、町内の空き地に

おける生活環境を衛生的に保持するため制定され

た「空き地の環境保全に関する条例」により、町

が空き地の所有者等からの申請に基づき雑草等の

除去を代行する業務において、町は、その代行業

務に係る費用を申請者から徴収（雑草等の除去手

数料）し、業務処理については、代行業務を請け

負う法人と委託契約を締結し、実施しているとこ

ろであります。 

 代行業務を受託する法人より、昨今の物価高騰

による影響により今後の業務継続が極めて厳しい

状況となっていることから、委託料の増額改正要

望を受けており、町では、条例による環境保全施

策の維持と代行業務の継続を図るため、雑草等の

除去手数料について、所要の料金改定を行うもの

であります。 

 ２、改正内容についてでございますが、空き地

の環境保全に関する条例の「別表」に定める空き

地の面積ごとの手数料の額（雑草等の除去手数

料）を改定します。 

 ３、施行期日でございますが、令和７年４月１
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日から施行します。 

 なお、議案関係資料１７ページでございます

が、新旧対照表を添付してございますので御参照

願います。 

 以上、空き地の環境保全に関する条例の一部改

正についての提案説明とさせていただきます。御

審議のほどよろしく申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議案となっております空き地の環境保

全に関する条例の一部改正については、詳細な審

査を要することから、民生文教常任委員会に付託

し、併せて閉会中の継続審査といたしたいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、民生文教常任委員会に付託

し、併せて閉会中の継続審査とすることに決定い

たしました。 

  ─────────────────── 

 日程第８ 

  議案第５６号 七飯町営住宅の設置条例 

の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第８ 議案第５６号七

飯町営住宅の設置条例の一部改正についてについ

てを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 公共施設整備担当統括監兼都市住宅課長。 

○統括監兼都市住宅課長（川島篤実） それで

は、議案第５６号七飯町営住宅の設置条例の一部

改正について提案説明申し上げます。 

 議案関係資料にて説明させていただきますの

で、１９ページ、資料１３を御覧願います。 

 七飯町営住宅の設置条例の一部を改正する条例

の概要になります。 

 １、改正理由。 

 令和５年度施工（繰越明許）町営住宅老朽空家

除却工事が完了したことに伴い、耐用年数を経過

した公営住宅の用途廃止を行うため、七飯町営住

宅の設置条例の条例別表（１）を改正するもので

あります。 

 ２、改正内容については、七飯町営住宅の設置

条例の条例別表（１）について、本町上台団地の

１棟、桜団地の５棟、緑町団地の１棟を削るもの

であります。 

 ３、施行期日につきましては、この条例は、令

和７年４月１日から施行いたします。 

 次のページに、資料１４として新旧対照表を添

付しておりますので、御覧願います。 

 以上、七飯町営住宅の設置条例の一部改正につ

いて提案説明とさせていただきます。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第５６号七飯町営住宅の設置条例の一部改

正について、原案のとおり可決することに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ─────────────────── 

 日程第９ 

  議案第５７号 七飯町水道技術管理者の 

資格基準等に関する条例の一部改正につ 

いて 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第９ 議案第５７号七

飯町水道技術管理者の資格基準等に関する条例の

一部改正についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（池田 晃） それでは、議案第

５７号七飯町水道技術管理者の資格基準等に関す

る条例の一部改正について提案説明申し上げま
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す。 

 主な改正内容につきましては、議案関係資料で

説明させていただきますので、資料の２２ページ

にございます資料１５をお開き願います。 

 最初に、１の改正理由でございますが、生活衛

生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備

等及び経過措置に関する政令及び生活衛生等関係

行政の機能強化のための関係法律の整備に関する

法律の施行に伴う厚生労働省関係省令等に関する

省令が公布されたことに伴い、関係する七飯町水

道技術管理者の資格基準等に関する条例の一部改

正を行うものでございます。 

 次に、２の改正内容でございますが、改正され

る関係政令等のうち、水道法施行令第５条及び水

道法施行規則第９条に規定される布設工事監督者

については、関係する条例第３条の関係規定に関

する変更を、また同じく改定される水道法施行令

第７条及び水道法施行規則第１４条に規定される

水道技術管理者については、条例の第４条の関係

規定に関する変更等について、卒業学校の種別等

と履修種別、またそれぞれ水道に関する技術上の

実務必要従事年数等について変更を行っておりま

す。 

 なお、次の２３ページには、主な改正内容等を

一覧にしました資料を添付しておりますので、併

せて御参照願います。 

 また、詳細な改正内容につきましては、資料の

２４ページから２７ページにございます新旧対照

表を御参照願います。 

 最後に、３の施行期日でございますが、令和７

年４月１日より一部改正された条例を施行するも

のでございます。 

 提案説明は以上でございます。よろしく御審議

賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第５７号七飯町水道技術管理者の資格基準

等に関する条例の一部改正について、原案のとお

り可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ─────────────────── 

 日程第１０ 

  議案第５８号 七飯町公の施設に係る指 

定管理者の指定について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１０ 議案第５８号

七飯町公の施設に係る指定管理者の指定について

を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 農林水産課長。 

○農林水産課長（村上宏樹） 議案第５８号七飯

町公の施設に係る指定管理の指定について提案説

明申し上げます。 

 七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等

に関する条例第４条の規定により、指定管理者の

候補者を選定しましたので、地方自治法第２４４

条の２第６項の規定に基づき議会の議決を求める

ものでございます。 

 初めに、１、指定管理者に管理を行わせる公の

施設の名称及び位置になります。 

 施設の名称、七飯町集出荷予冷施設。施設の位

置、亀田郡七飯町字中島３４２番地３。 

 次に、指定管理者となるべき団体の住所、名称

及び代表者氏名になりますが、住所、北斗市本町

１丁目１番２１号。名称、新函館農業協同組合。

代表者指名、代表理事組合長、横道重人氏でござ

います。 

 ３、管理を行わせる期間でございますが、令和

７年４月１日から令和１０年３月３１日までの３

年間でございます。 

 続いて、議案関係資料２８ページを御覧くださ

い。資料１７、指定管理者選定経過概要について

御説明申し上げます。 

 公募の開始は８月１日からで、公募要項の配布

を農林水産課と町ホームページで行い、周知を町

ホームページと町内３か所の掲示板及び町広報誌
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で行っております。 

 公募説明会は８月１５日午前１０時から開催

し、新函館農業協同組合１社が参加されておりま

す。 

 応募登録の申込み期限である８月２２日まで

に、同じく新函館農業協同組合から応募登録の申

込みがありました。 

 指定管理者指定申請書の提出については、提出

期限の９月２６日までに、応募登録の申込みが

あった新函館農業協同組合１社から申請書の提出

がありました。 

 この申請を受け、指定管理者選定委員会が１０

月１０日に開催され、新函館農業協同組合から提

出された書類及びヒアリングにより審査を行い、

評価した結果、５００点満点中３８６.１点の評

価であったことから、指定管理者の候補者として

選定し、今回提案させていただくものでございま

す。 

 提案説明は以上でございます。議決いただきま

すよう、よろしく御審議のほどお願い申し上げま

す。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第５８号七飯町公の施設に係る指定管理者

の指定について、原案のとおり可決することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ─────────────────── 

 日程第１１ 

  議案第５９号 指定管理者の指定事項の 

変更について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１１ 議案第５９号

指定管理者の指定事項の変更についてを議題とい

たします。 

 提案説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（谷口真樹） それでは、議案第５９

号指定管理者の指定事項の変更について提案説明

いたします。 

 令和５年１２月５日議決の議案第５７号七飯町

公の施設に係る指定管理者の指定について、次の

とおり、指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称に変更がありますので、地方自治法第２４４

条の２第６項の規定に基づき議会の議決を求める

ものでございます。 

 初めに、１、指定管理者に管理を行わせる公の

施設の名称の変更については、「七飯町精神障害

者通所授産施設（愛称ぽぽろ館）」を「七飯町就

労継続支援施設（愛称ぽぽろ館）」とするもので

ございます。 

 次に、２、名称を変更する日については、令和

７年４月１日でございます。 

 提案説明は以上でございます。よろしく御審議

のほどお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 名称の変更ということに

なるわけですけれども、これについては、議案第

５４号で本来質問すべきでしたけれども、ここの

精神障害者云々ということが削除された経過理由

について、ちょっと理解ができなかったのでお知

らせください。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（谷口真樹） お答えいたします。 

 現在、ぽぽろ館の施設については、障害者総合

支援福祉法において就労継続支援施設という形で

運営をしております。 

 法律においては、精神障害者に限った形ではな

く、ほかの身体障害者の方ですとか知的障害者の

方も含めて広く施設を利用することと法律のほう

ではなっております。 

 開設当初は、確かに精神障害者に限った形に

なっておりますが、現状においては、精神障害者

に限らず利用が可能な施設となっておりますの
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で、その辺り対外的に誤解がないように、精神障

害者の名称を削除させていただくということで、

今回提案をさせていただいているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 理由は分かりました。 

 対象を幅広くということなのですけれども、今

までの精神障害者云々という形でやってきた取組

の中で、こういった対象者はこの施設をいつまで

利用、例えば年齢は何歳までとか、そういう基準

があって、それを過ぎたときには社会に出ていけ

るような状況を目指すというような取組であった

のかどうか。そして実態はどうであったのか。そ

れについて、ちょっと分かりませんのでよろしく

お願いします。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（谷口真樹） お答えいたします。 

 年齢要件については、例えば６５歳から高齢者

という形になっているので、条件によっては介護

保険のほうに移行することも可能でございます。

しかしながら、御本人の意向ですとか状況によっ

ては、まだまだ就労を継続したいという方につき

ましては、６５歳以降もこちらの就労継続支援施

設の利用は可能という形になっております。 

 ぽぽろ館で実施しております就労継続支援施設

というのは、もちろん社会復帰を目指す側面もあ

りますが、対象者によってはなかなか社会復帰が

難しい状況の方もいらっしゃいますので、そう

いった方々につきましては、特に期限を設けず、

就労継続支援については利用することは可能とい

う形になっております。 

 いずれにしましても、今、就労継続支援施設を

利用するに当たっては、相談支援事業所の担当の

方がケアプランというか計画を作成しております

ので、その計画に基づき、最終的には、町のほう

で利用判定、利用決定を行っているというのが実

態でございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 年齢制限なしに受け入れ

ているという状況だということです。 

 これまで、こうした施設を利用した方がどのよ

うな、例えば就労があったとか、ないとか。それ

から現在の受入れの……。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員に申し上げま

す。 

 内容が、議案からちょっと外れてきているよう

な、一般質問的な発言が多いので、その辺きちっ

と整理して。もう最後なのですけど、ただ分から

ないことを聞くというための議会ではございませ

んので、その辺、加味した上で質問を願います。 

○１１番（上野武彦） こういう状況で、今まで

やってきた事業と、それから、今回新しく幅を広

げて取り組むという状況になっておりますけれど

も、その違いは、先ほど言っていただきましたけ

れども、対象が広がったことによってどのくらい

までの人員が受け入れられるのか。そういった人

員のうち、どれだけ社会復帰できるというふうに

見越しておられるのか。その辺について、最後に

お願いします。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（谷口真樹） お答えいたします。 

 ぽぽろ館の定員については、現在２０名を利用

定員という形で行っております。そのうち就労継

続支援Ｂ型という事業については１４名、生活訓

練、機能訓練ですね、そちらを６名という形で受

入れをしている状況にございます。 

 社会復帰される方の見込みというのは、現状こ

こ３年間の状況でお話ししますと、社会復帰され

た方については、いらっしゃらない状況になって

おります。今１２名ほどの利用者がいらっしゃい

ますけれども、全員が就労継続支援という形でぽ

ぽろ館で就労を実施しているというのが現状にな

ります。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 
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 議案第５９号指定管理者の指定事項の変更につ

いて、原案のとおり可決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ─────────────────── 

 日程第１２ 

  議案第６０号 令和６年度七飯町一般会 

計補正予算（第６号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１２ 議案第６０号

令和６年度七飯町一般会計補正予算（第６号）を

議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 行財政改革担当統括監兼財政課長。 

○統括監兼財政課長（青山栄久雄） それでは、

議案第６０号令和６年度七飯町一般会計補正予算

（第６号）について提案説明申し上げます。 

 このたびの補正予算（第６号）ですが、第１条

は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ３億４,８９１万６,０００円を追加し、総額を

歳入歳出それぞれ１４５億７,２６２万円とする

補正予算と、第２条は、繰越明許費の補正として

３事業を追加することについて第２表に、第３条

は、地方債の追加及び変更について第３表に定め

るものでございます。 

 それでは、初めに、歳出から御説明申し上げま

す。１１ページをお開き願います。 

 今回提案します補正予算の概要となりますが、

主なものとしまして、１点目は、廃棄物等の発生

抑制と循環資源の循環的な利用及び適正な処分が

確保されることを基本理念に国が制定した循環型

社会形成推進基本法に定める地域計画を策定し、

今後の施設整備等に交付金を活用するための計画

策定に７５４万６,０００円を追加。 

 ２点目は、リサイクルセンターに設置されてい

る廃プラスチックの圧縮梱包機が設置から２４年

が経過し、老朽化による故障の頻発や能力低下に

より作業に支障を来していることから、廃プラス

チック油圧式梱包機の更新工事に２,２６６万円

を追加。 

 ３点目は、城岱牧場にある給餌用の送水ポンプ

２台のうち１台が故障し、交換時期にあることか

ら１台を更新するほか、非常通報装置の通信ケー

ブルの経年劣化により使用ができないことから、

送水ポンプ設備等更新工事に６８７万５,０００

円を追加し、最後に今後の執行見込みによる扶助

費の増加や各事業の事務費等の増減分などを補正

するものでございます。 

 最初に、２款総務費１項５目財産管理費の庁舎

管理費は、今後の執行見込みにより庁舎電気料に

不足が見込まれることから９２万円を追加。 

 ６目電算管理費の光ケーブル設置管理費は、現

在、西大沼地区で行われております国道５号の拡

幅工事により、宿野辺橋の架け替えに伴い支障と

なる光ケーブル等の移設に、工事負担金として１

５１万８,０００円を追加。 

 ２項２目賦課徴収費の徴収事務費は、町の収納

代理金融機関である銀行の統合により、宛名・収

納システムの更新作業が必要なことから、委託料

に５２万８,０００円を追加。 

 ５項１目統計調査費は、国からの通知により、

統計調査員の報酬や消耗品などを算定する基準額

が増額改定となったため、報酬と需要費を合わせ

１９万８,０００円を追加。 

 次に、３款民生費１項１目社会福祉総務費の社

会福祉総務費は、福祉灯油助成事業の申請件数が

増加しており、今後も同様に推移すると見込まれ

ることから５０万円を追加。国民健康保険特別会

計繰出金は２,８１３万円を追加。重層的支援体

制整備事業費（包括支援）は、現在実施している

生活支援サポーター養成研修の受講者が増加して

おり、また介護予防サービスの計画策定件数も増

加していることから、それぞれの委託料に合わせ

て３０万６,０００円を追加。 

 ２目高齢者福祉費の介護保険特別会計繰出金

は、介護給付費の増加分と事務費繰出分の増加分

を合わせ、８７万３,０００円を追加。 

 ３目高齢者医療助成費は、北海道後期高齢者医

療広域連合からの通知により、広域連合を維持す

る療養給付費の変更決定に伴い負担金及び特別会

計への繰出金が減額となり、事業合計で４,０２

０万４,０００円を減額。 
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 １３ページに移りまして、４目障がい者福祉費

は、就労継続支援等の利用者数及び利用日数の増

加や更生医療公費負担額の増加、報酬単価の改正

等による扶助費の増加で、１１節役務費から１９

節扶助費まで、合わせて１億６,７２７万３,００

０円を追加。 

 ５目障がい者医療助成費は、今後の執行見込み

により、重度心身障がい者医療助成扶助費に９６

５万１,０００円を追加。 

 ６目社会福祉施設費の社会福祉施設指定管理費

は、ぽぽろ館の処遇改善加算の増額見込みによ

り、福祉・介護職員処遇改善加算分負担金に３４

万円を追加。 

 ２項１目児童福祉総務費の児童福祉総務費は、

当初の予定人数を超える対象児童数の増加によ

り、障がい児保育事業委託料に９６３万６,００

０円を追加。児童福祉総務費（特別給付金）は、

前年度に交付を受けた子育て世帯生活支援特別給

付事業の精査に伴う返還金で９４万３,０００円

を追加。児童手当支給費も同様に、前年度の事業

精査に伴う返還金で１２万４,０００円を追加。 

 ２目児童措置費の子ども・子育て支援給付事業

費は、保育給付費の積算の基礎となる公定価格単

価の改定を見越し、今後の執行見込み分により、

保育所運営委託料から地域型保育給付費委託料ま

で、合わせて９,６８６万６,０００円を追加。 

 次に、４款衛生費１項２目予防費の母子保健疾

病予防等対策費は、１５ページに移りまして、子

宮頸がんワクチンを接種する希望者のうち、今年

度は町と委託契約を締結する医療機関での接種者

が減少し、委託契約外の医療機関で接種する希望

者が多いことから、契約医療機関に支払う予防接

種委託料２７万４,０００円を減額し、同額を契

約外医療機関に支払う予防接種立替払分補助金に

２７万４,０００円を追加する組替え補正を行い

ます。次に、成人保健対策費は、当初の見込みか

ら、基本健康診査及び後期高齢者健康診査の受診

者数が共に増加していることから、委託料に合わ

せて１４０万３,０００円を追加。 

 ３目環境衛生費の有害鳥獣対策費は、残雪期の

捕獲促進事業、春グマ駆除などに出動する鳥獣被

害対策実施隊員費用弁償に１３万２,０００円、

電波法の改正に伴い、デジタルアナログ簡易無線

機のデータ書換作業が必要なことから２７万５,

０００円を追加し、事業合計で４０万７,０００

円を追加。火葬場及び墓地管理費は、今後の執行

見込みにより、燃料費（灯油）に３０万７,００

０円を追加。 

 ６目健康センター管理費は、同じく今後の執行

見込みにより、燃料費（灯油）と電気料合わせて

８３万８,０００円を追加。 

 ２項１目清掃総務費の廃棄物対策費は、前段で

御説明申し上げました循環型社会形成推進基本法

に定める地域計画を策定する委託料に７５４万

６,０００円を追加し、計画策定期限を令和７年

９月末までとしていることから、令和７年度への

繰越明許費を設定いたします。 

 ２目塵芥処理費の廃棄物対策費は、同じく前段

で御説明申し上げましたリサイクルセンター廃プ

ラスチック油圧式梱包機の更新工事に２,２６６

万円を追加し、更新工事の完了期限を令和７年９

月末までとしていることから、令和７年度への繰

越明許費を設定いたします。 

 次に、５款労働費１項１目労働諸費は、町内の

３事業所で当初の見込み以上に特定求職者が雇用

されたことにより、特定求職者雇用支援補助金に

３５万円を追加。 

 次に、６款農林水産業費１項３目農業振興費の

農業支援対策事業費は、北海道の地域づくり総合

交付金を活用し、果樹防除組合にスピードスプ

レーヤーを導入する補助金に６６０万円を追加す

るほか、水田を畑地化し、畑作物の本作化に取り

組む水田所有者への支援補助金など、事業合計で

２,４９１万３,０００円を追加。 

 １７ページに移りまして、４目農地費の国営農

業基盤整備事業費は、事務委託に関する協定によ

り、２市１町で負担する国営造成施設の負担割合

が変更となるため、国営造成施設管理体制整備事

業負担金に１万６,０００円を追加。 

 ５目町営牧場運営費は、前段で御説明申し上げ

ました城岱牧場の送水ポンプ設備等の更新工事に

６８７万５,０００円を追加し、更新工事の完了

期限を令和７年５月中旬としていることから、令

和７年度への繰越明許費を設定いたします。 
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 また、城岱牧場の今年度の放牧期間が終了した

ことによる不用額の減額分を合わせて５６万１,

０００円減額し、事業合計で６３１万４,０００

円を追加いたします。 

 次に、７款商工費１項４目道の駅管理費の道の

駅指定管理費は、浄化槽の前処理設備保守管理業

務委託料に７２万１,０００円を追加し、浄化槽

の適正化工事などの完了に伴う入札執行残の減額

分を合わせて１７７万８,０００円を減額し、事

業合計で１０５万７,０００円を減額いたしま

す。 

 次に、８款土木費２項１目道路橋りょう維持費

は、道路側溝のグレーチングなどの道路付属物の

修繕料に５０万円を追加。 

 ５項１目住宅管理費の公営住宅管理費は、現在

入居中の町営住宅において、設備等の修繕が必要

な箇所があり、また今後の執行見込みによる少額

修繕の予算が不足していることから、公営住宅小

破修繕料に１５７万６,０００円を追加。 

 １９ページに移りまして、次に、１０款教育費

１項２目事務局費のスクールバス運行費は、全国

的に不足するバス運転手の確保のため、人件費の

増額等により、スクールバス運行業務委託料に４

２９万６,０００円を追加。 

 ４項２目文化振興費の公民館管理費から、３目

社会教育施設振興費の文化センター管理費、４目

文化財保護費の歴史館管理費まで、いずれも今後

の燃料費及び電気料の執行見込みにより、合わせ

て１９８万６,０００円を追加。 

 ５項１目保健体育総務費のスポーツ合宿事業

費、その下の東大沼多目的グラウンド管理費は、

合宿事業の受入れが終了したことによる減額及び

入札執行残の減額分で、それぞれ６７万円、７２

万４,０００円を減額いたします。 

 最後に、２目学校給食費の学校給食センター運

営費は、給食運搬車の修繕料に２５万５,０００

円、ボイラー室給湯配管の修繕料に３９万８,０

００円をそれぞれ追加するものでございます。 

 続きまして、７ページの歳入にお戻り願いま

す。 

 歳入予算の補正額の説明となりますが、このた

びの補正予算は、歳出予算の補正に伴う歳入予算

の過不足を補正するものとなっておりますので、

歳出予算において説明をしているものについては

説明を省略させていただきますので、あらかじめ

御了承願います。 

 初めに、１０款１項１目地方交付税は、このた

びの補正予算に伴う収支調整分として普通交付税

に１億１００万円を追加。 

 １２款分担金及び負担金２項１目民生費負担金

の社会福祉費負担金は、福祉・介護職員処遇改善

加算分負担金に歳出と同額の３４万円を追加。 

 １３款使用料及び手数料１項３目農林水産使用

料は、収入額の確定により町営牧場使用料で２４

５万４,０００円の減額。 

 １４款国庫支出金１項１目民生費国庫負担金の

１節社会福祉費負担金は、国民健康保険基盤安定

等負担金に１９９万６,０００円を追加。歳出の

障がい者福祉費、扶助費の増額補正に伴う国庫負

担分として、障がい者自立支援医療費負担金から

障がい児通所給付費等負担金まで、合わせて８,

３４０万円を追加。２節児童福祉費負担金は、保

育所運営委託料、施設型給付費委託料、地域型保

育給付費委託料の増額補正に伴い、子どものため

の教育・保育給付費負担金に５,５５３万円を追

加。 

 ２項２目民生費国庫補助金の社会福祉費補助金

は、歳出の重層的支援体制整備事業費包括支援の

増額補正に伴い、重層的支援体制整備交付金に１

１万７,０００円を追加。 

 １５款道支出金１項１目民生費道負担金の１節

社会福祉費負担金は、国民健康保険基盤安定等負

担金に８３１万９,０００円を追加。歳出の障が

い者福祉費、扶助費の増額補正に伴う道負担分と

して、障がい者自立支援医療費負担金から障がい

児通所給付費等負担金まで、合わせて４,１７０

万円を追加。後期高齢者医療保険基盤安定負担金

は、１,２３１万２,０００円の減額。２節児童福

祉費負担金は、子どものための教育・保育給付費

負担金に２,１１８万４,０００円を追加。 

 ２項２目民生費道補助金の社会福祉費補助金

は、重度心身障がい者医療給付事業補助金に１８

０万４,０００円を追加。重層的支援体制整備交

付金に５万８,０００円を追加。 
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 ４目農林水産業費道補助金の農業費補助金は、

今年度果樹防除組合が導入するスピードスプレー

ヤーの購入に伴う北海道からの補助金で、地域づ

くり総合交付金に６６０万円を追加。土地改良区

決済金等支援補助金は、歳出と同額の１,８２６

万円追加。 

 ９ページに移りまして、７目商工費道補助金の

商工費補助金は、道の駅の浄化槽適正化事業に伴

う北海道からの補助金で、地域づくり総合交付金

に２,４７０万円を追加。 

 ３項１目総務費委託金の統計調査費委託金は、

各種指定統計調査委託金に歳出と同額の１９万

８,０００円を追加。 

 １８款繰入金２項１目介護保険特別会計繰入金

は、歳出の重層的支援体制整備事業費包括支援の

増額補正に伴い、２万２,０００円を追加。 

 １９款繰越金１項１目繰越金は、前年度事業の

精算に伴う国庫支出金等の返還分のほか、このた

びの補正予算の収支調整差額分として、前年度繰

越金に１６８万５,０００円を追加。 

 ２０款諸収入４項１目衛生費受託事業収入の保

健衛生費受託事業収入は、歳出の成人保健対策費

の後期高齢者健康診査委託料の増額補正に伴い、

後期高齢者健康診査受託事業収入に５５万６,０

００円を追加。 

 ５項４目雑入は、城岱牧場の収入額の確定によ

り、ダニ予防対策経費負担金で６３万７,０００

円、飼料給餌費負担金で１０万３,０００円をそ

れぞれ減額。機構集積協力金交付事業補助金返還

金に５万３,０００円を追加。 

 ２１款町債１項２目衛生債の清掃債は、リサイ

クルセンターの廃プラスチック油圧式梱包機の更

新工事に伴う地方債として１,６９０万円を追

加。 

 最後に、７目商工債は、当初地方債を充当して

整備を行う予定の道の駅浄化槽適正化事業に北海

道の地域づくり総合交付金が採択されたことか

ら、地方債発行額を２,０００万円減額するもの

でございます。 

 最後に、３ページにお戻り願います。 

 初めに、第２表は、繰越明許費の補正でござい

ます。新たに３事業を追加するもので、４款衛生

費２項清掃費の循環型社会形成推進地域計画策定

委託料に７５４万６,０００円。 

 同じく、４款衛生費２項清掃費のリサイクルセ

ンター廃プラスチック油圧式梱包機更新工事に

２,２６６万円。 

 ６款農林水産業費１項農業費の城岱牧場送水ポ

ンプ設備等更新工事に６８７万５,０００円を追

加し、令和７年度の繰越事業として実施するもの

でございます。 

 次に、第３表の地方債補正でございます。 

 初めに、１の追加となるのは、廃棄物再生利用

中間処理施設整備事業で、限度額を１,６９０万

円とするもので、起債の方法、利率、償還の方法

については、議案記載のとおりでございます。 

 次に、２の変更となるのは、道の駅整備事業

で、事業完了及び特定財源の振替により、限度額

を４,１１０万円から２,１１０万円に変更するも

ので、起債の方法、利率、償還の方法について

は、補正前の条件と同じとするものでございま

す。 

 提案説明は以上でございます。よろしく御審議

を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） 質疑は、休憩後にしたいと

思います。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時５７分 休憩 

────────────── 

午前１１時２１分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 議案第６０号令和６年度七飯町一般会計補正予

算（第６号）について、これより質疑を許しま

す。 

 中川友規議員。 

○９番（中川友規） まず何点か。 

 総務費の光ケーブルの関係で教えてもらいた

かったところなのですけれども、記憶の中では、

光ケーブルの管理というか、あれは民間企業に譲

渡といいますか、やったような記憶があったので

すけれども、その辺の確認です。 

 あと、衛生費の中の有害鳥獣対策費で、隊員の

費用等が出ているのですけれども、これはいいの
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ですけれども、昨今、北海道の関係で、ハンター

と警察がいろいろな経過があって、出動する、し

ないとかというニュースが出ていますので、七飯

町においては、警察と北海道と町とハンターで協

議をして、今後もちゃんと業務ができるのかどう

かということ。 

 それと、商工費の前処理槽の７２万１,０００

円の内容も教えていただきたいなということ。 

 あと、減額になっている地下水対策工事、適正

化工事も含めて１１２万８,０００円とかという

ことだったので、これの内訳。 

 あと、歳入のほうで、道の駅の整備２,０００

万円減ということで、北海道のほうから、地域づ

くり総合交付金のことだと思うのですけれども、

これが歳入で入ってくるからと私は捉えたのです

けれども、それの内訳、以上です。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（庭田昌輝） 私からは、光ケー

ブルの設置管理費の補正についてお答えします。 

 光ケーブルの譲渡なのですけれども、９月議会

で議決いただきまして、来年４月１日付で譲渡す

るものとなりますので、今年度いっぱいはこのよ

うな経費が発生するものでございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（村山德收） それでは、一般１

６ページの有害鳥獣対策費に関連してでございま

すが、昨年、議会と北海道からヒグマ対策の形で

道警に要望を出していただいた関係で、今年度５

月に、町、振興局、駆除会で、函館中央署にお互

いの意見をという形でいろいろ学習会を開催して

ございます。 

 そういったところで、現在、新聞報道等で道内

各地のいろいろなニュースがありますけれども、

七飯町の駆除会においては、そこまでは至ってい

なくて、連携を取りながら今後も実施していける

というふうになってございますので、御理解のほ

どお願いします。 

○議長（木下 敏） 商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長（岩上 剛） 商工費の浄化

槽前処理施設補修業務の７２万１,０００円の内

容でございます。 

 これにつきましては、１１月１５日に前処理槽

の設置が完了しまして、そこから発生する３月末

までの保守管理業務委託料ということで計上させ

ていただいております。 

 内訳としましては、酵素剤処理をするという前

処理槽の機能になりますので、酵素剤の消耗品、

これは単価３万円のものに対して１２月から３月

末までの４か月分。そして保守管理としまして、

月３万５,０００円の４か月分。あと、清掃業務

で抜き取りも行っていかなければならないという

ことで、その分の内訳としまして１５万円。機能

性を測るための水質検査については、抜き取りを

入り口と出口の部分のそれぞれ１か所ずつ計２か

所を４回分計上させていただいて、この４か月分

で７２万５００円という予算計上させていただい

ております。 

 また、工事請負費の浄化槽適正化工事の５４万

４,０００円の減額でございますけれども、予算

減額５,０００万円に対しまして、契約済額が４,

９４５万６,０００円ということで、５４万４,０

００円の執行残として減額補正をさせていただい

ております。 

 また、地下水対策工事につきましては、予算現

額２９４万３,０００円の計上をしておりました

けれども、実際に契約に至ったのは１８１万５,

０００円ということで、契約執行残ということで

１１２万８,０００円を減額させていただいた内

容でございます。 

 歳出部分については、以上です。 

○議長（木下 敏） 行財政改革担当統括監兼財

政課長。 

○総括監兼財政課長（青山栄久雄） このたび、

道の駅の浄化槽適正化事業におきまして、北海道

からの地域づくり総合交付金が採択されました。 

 北海道地域づくり総合交付金につきましては、

町では６件の補助申請を行っております。これは

北海道については枠がありますので、これが当た

るかどうかというのは１件ずつの審査になりまし

て、ハード系事業については、先ほどの果樹防除

組合が導入しましたスピードスプレーヤー、ハー

ド事業のもう１件については、道の駅浄化槽整備

事業が今回採択されたことから、ソフト系事業で
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は３点、金額は小さいのですけれども、これらの

額が補助申請を受けて補助決定されております。

総額では３,２５４万４,０００円の内訳のうちの

一つとして、道の駅浄化槽の整備事業が２,４７

０万円の事業採択されたということになります。 

 この内訳につきましては、適正化工事と実施設

計委託料の合計が４,９４１万２,０００円。これ

は、補助申請した段階においての事業費で、その

後変更契約に伴いまして１００万円ちょっとぐら

い増えましたけれども、締切り時点では４,９４

１万２,０００円のハード系事業の補助申請額に

対して、その２分の１の２,４７０万円が該当し

たということになります。 

 内容につきましては以上ですけれども、これが

事業の確定に伴いまして、当初、道の駅整備事業

として７,０９５万６,０００円からスタートした

ものが、補正を経まして７,５５２万４,０００円

になりましたけれども、これの内訳としまして

は、当初、財政調整基金からの繰入金、地方債と

して４,１１０万円、一般財源として５４２万４,

０００円で組んでいったものが道の補助金の２,

４７０万円の増額に伴いまして、事業精査に伴い

まして地方債の減額を行ったということでござい

ますので、御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 道の駅の前処理の７２万

１,０００円ですけれども、前処理の機械をつけ

て３月まで新たに管理ということは理解できるの

ですけれども、この清掃だとかというのは、今ま

での清掃とは別で、今度新たにやらなければなら

ない前処理槽の清掃業務が増えたという解釈でい

いのか。 

 あと、歳入の関係で、地域づくり総合交付金が

道の駅の整備事業で入ったということで、２,０

００万円ということになっているのですけれど

も、道の補助金というのは、補助金と言います

か、本来であれば、浄化槽の整備のために使うと

いうのは非常に、もったいないと言ったらおかし

いですけれども、地域づくりの同じ道の駅の整備

にしても、明るい整備事業に使えた本来の補助事

業なのではないのかと。 

 要は、道の駅で今起きている不具合のものの事

業に対して、こういう補助を使うというのは、本

当はどうかなと。もっと本当に町の活性化になる

ようなもののために、手を挙げてエントリーし

て、その補助というのを生かしていくべきではな

いのかなと。 

 ただ、実際こうやって何だかんだ町のほうも不

具合を直すために予算はかかりますので、それを

どうにかしたいという気持ちは分かりますけれど

も、本来であれば、もっと町の活性化につなげら

れる補助金を、道の駅の不具合のために使うとい

うことは、いかがなものかなっていうふうに思い

ますけれども、その辺についてどう考えています

か。 

○議長（木下 敏） 商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長（岩上 剛） 前処理槽の清

掃という部分でございます。 

 これまで浄化槽単体で運用してきた流れでござ

いましたけれども、今回新たな機能性として前処

理槽が加わったと。そこも当然、処理分解するこ

とになるものですから、そこに発生する汚泥を抜

き取らなければならないという経費がこれまでの

浄化槽のほかにプラスアルファで加わるというこ

とで、この経費が上乗せになるという形で御理解

いただければと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（笠原泰之） 議員おっしゃると

おり、地域づくり交付金につきましては、例え

ば、ほかの歳出にもありました農業施設の整備の

部分ですとか、あと土木の配水整備だとか、福祉

灯油とか、そういう前向きなといいますか、そう

いうものに本来使っていければというものだと考

えておりますけれども、今回、道のほうに問い合

わせした結果、こういう浄化槽の改修ということ

で使えるということでございましたので、今回使

わせていただきましたけれども、今後は、議員

おっしゃるとおり、そういう前向きな施設整備等

に活用すべきだと考えておりますので、御理解の

ほうよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございますか。 

 神﨑和枝議員。 
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○２番（神﨑和枝） 歳出の一般１３ページ、児

童福祉費のところで、先ほど説明がありました委

託料ですけれども、児童福祉総務費の委託料が９

６３万６,０００円増になっているということ

で、人数が増えた分ですということなので、

ちょっと心配しているのですけれども、どのくら

いの人数が増になっているのか。 

 また、障がい者の方の面倒を見てくださってい

る施設は何施設あるのか。それを教えていただき

たいと思います。 

○議長（木下 敏） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（川崎惠子） 私のほうからお

答えさせていただきます。 

 こちらの障がい児保育事業委託料に関しては、

当初予算の設定時には、これまでの平均の人数の

９名ということで積算しておりました。それが令

和６年度の現時点では、２０名のお子さんが対象

になっております。 

 そちらの施設はどのぐらいの施設なのかという

ところなのですけれども、今手元に資料がないの

ですけれども、町内の保育園の何園かがそれぞれ

受入れをしております。 

 委託料なのですけれども、児童１人につき、月

額７万４,１２０円が支払われますので、人数掛

ける１２か月分ということで、２０名に増えたの

で、その分の差額を今回増額補正として計上させ

ていただきましたので、御理解をお願いいたしま

す。 

○議長（木下 敏） 神﨑和枝議員。 

○２番（神﨑和枝） びっくりしまして、１１名

増だということで。何歳から。保育ですから小さ

いお子さんから学校に上がるまでかなと思うので

すけれども、その辺り、もし把握していましたら

教えてください。 

○議長（木下 敏） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（川崎惠子） お子さんに関し

てはゼロ歳から５歳、年少から年長までいるので

すけれども、主に３歳以上で、発達の特性とか遅

れに気づくのが、やっぱり乳幼児以降というか２

歳以降が多いので、そちらのお子さんが中心と

なっております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

 田村敏郎議員。 

○７番（田村敏郎） 何点か。 

 まず１６ページの労働諸費、特定求職者の関係

で３５万円の補正ですけれども、単価と人数と企

業数、それぞれどういう内訳なのかを教えていた

だきたい。 

 それから、２０ページのスクールバス運行費。

これは人件費というようなことを聞いたのですけ

れども、４２９万６,０００円の内訳をもう少し

詳しく教えていただきたいということ。 

 それから、東大沼多目的グラウンドの７２万

４,０００円の減額理由を教えていただきたいと

思います。 

○議長（木下 敏） 商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長（岩上 剛） 労働諸費でご

ざいます。 

 特定求職者雇用支援補助金の３５万円でござい

ますけれども、これにつきましては、町内在住の

高齢者、障がい者、母子・父子家庭の父母等、求

職が困難とされる方、考えられる方を雇用した町

内事業者に対して、国の補助金の上乗せを町のほ

うで補塡させていただいている内容でございま

す。 

 質問にありました金額でございますけれども、

上期と下期に分かれて支払われることになります

けれども、長期の方（常勤雇用）につきまして

は、１人採用することによって事業者に上半期で

１０万円、下半期まで継続されるのであれば、さ

らに１０万円という形です。短期の場合には、主

にパート単位で、短時間で働かれる方を採用した

場合には、１人当たり上期５万円、下期５万円と

いうことで、それぞれ区分で支出しております。 

 また、人数でございますけれども、実績としま

して、上期分で４名、そして下期で想定されるの

が５名ということで、当初予算額として５０万円

計上しておりましたけれども、上期で実績として

４０万円を既に支出しておりますので、下期で想

定される見込みの人数を積算しまして、４５万円

がかかるだろうということで、差引き３５万円の

追加補正をさせていただいている内容でございま
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す。 

 また、企業数につきましては、今のところ３社

を実績として押さえているところでございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（柴田 憲） それでは、お答え

してまいります。 

 スクールバスにつきましては、こちらのほうで

昨年度予算を計上するに当たって、参考見積り等

を取りながら計上してきたところです。 

 ただ、その後、毎日のように報道された時期が

ございましたが、２０２４年問題に係るバス運転

手不足により、様々な地区で運賃の増額、もしく

はバスの大幅減便という状況が聞こえてまいりま

した。 

 私ども、契約に当たりまして、そういった情報

を入れながら積算を改めてしていったところ、当

初の予算計上の金額をちょっと超えてきたという

ことで、４月にスクールバスはもう運行するもの

ですから、その辺は、通常１年間契約ということ

でしておりますけれども、予算の範囲内というこ

とで１２月までのまず契約とさせていただきまし

た。 

 今回、当初積算より３１％ぐらい単価が上がっ

てしまっている状況でございます。そういうこと

で、これからの１月から３月の３か月分を、今ま

での４月から１２月の契約と同じ金額で、単純に

不足した期間を補正計上をさせていただいて、そ

の金額で３月までの変更契約をさせていただくと

いうことで、この形で補正計上をさせていただき

ました。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（髙橋雅貴） 私のほうから

東大沼多目的グラウンド維持管理委託料について

お答えいたします。 

 こちらの委託につきましては、トルナーレの委

託でございますが、町内業者３社で入札させてい

ただきまして、予算額１,８８７万４,０００円に

対して、契約額１万８,１５０円ということで、

差額の７２万４,０００円を計上させていただい

ております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○７番（田村敏郎） 特定求職者の関係ですけれ

ども、３社ということで、前年度はほとんどな

かったような記憶があるのですけれども、今年度

これだけ増えているという流れの中で、２市１町

それぞれ連携してやっているはずなのですけれど

も、やはりこういう傾向というのは、２市のほう

の人員が増えるという傾向にあるかどうか。それ

を教えていただきたいと思います。 

 それから、スクールバスの関係で、４２９万

６,０００円というのは、あくまでも人件費とい

う押さえでよろしいのでしょうか。 

 それから、それならそれでいいのですけれど

も、１月から３月の分なのか、そこら辺の説明が

私分からなかったものですから、もう少し詳しく

お願いします。 

 私が聞いた範囲では、１月から３月までの人件

費だと。４月から１２月云々と言っていますけれ

ども、実際四百二十何万円というのが、人件費の

いつからいつまでの分なのか。もう一回、説明を

お願いします。 

○議長（木下 敏） 商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長（岩上 剛） 特定求職者の

支援補助金の関係でございます。 

 手持ちに、前年度の実績がなかったものですか

ら、正確な答弁をしたいというふうに考えますの

で、暫時休憩をお願いできればなと思います。 

○議長（木下 敏） それでは、暫時休憩いたし

ます。午後１時から再開します。 

午前１１時４６分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 議案第６０号令和６年度七飯町一般会計補正予

算（第６号）について、質疑を続けます。 

 田村敏郎議員の質疑に対する答弁より入りま

す。 

 商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長（岩上 剛） 貴重なお時間

をいただきましてありがとうございます。 
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 特定求職者雇用支援補助金の関係でございます

けれども、この事業につきましては、七飯町とし

て令和５年度から予算化して国の上乗せ部分とし

て補助している内容でございます。 

 令和５年度の実績でございますけれども、１

社、１名の実績でございます。短時間労働という

ことで５万円の決算額の実績としてございます。 

 また、２市１町で、この内容を合わせて国の上

乗せで行っておりますけれども、条件、金額とも

に足並みをそろえる形で支援させていただいてい

る状況でございます。 

 ちなみに、函館市、北斗市ともにこの事業につ

いては令和２年度から行っているということで、

七飯町は令和５年度から開始して、現在に至って

いると。今後も支援のほうを継続して進めてまい

りたいということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（柴田 憲） それでは、御答弁

申し上げます。 

 まず、４２９万６,０００円が人件費に当たる

のかという内容でございますけれども、これは、

バスを登校時から下校時、そして部活終了時まで

走らせるという内容になっておりまして、運転手

を含めて、バスを１日借り上げるような形になっ

てございます。 

 そこで、１日当たりの単価を積算して、そして

学校の課業日、何日運行したかということでお支

払いをしているところでございます。 

 そこで、最初に御答弁申し上げたとおり、単価

が予算計上時よりも約３１％増となったため、最

終的に１年間通しますと委託料が不足となってし

まいますので、不足分を補正計上させていただい

たということになります。 

 １日当たりの単価で積算しておりますので、単

価上昇分は、現在のバス運転手不足からの運転手

確保ということを考えますと、単価上昇は人件

費、いわゆる待遇向上分が大きく含まれると考え

ております。 

 次に、１月から３月の契約の関係でございます

けれども、先ほど御答弁申し上げましたとおり、

単価契約となっておりまして、４月の契約時に最

新の状況で積算したところ、当初予算を超える可

能性が非常に高いとこちらのほうで判断しまし

た。通常、１年間契約となるところ、予算の範囲

内ということで、予算の根拠ないまま契約できま

せんので、期間を短縮して４月から１２月までの

契約とさせていただいたところです。 

 今回、委託料全体で不足する分を今回補正計上

させていただいて、議決をいただいた後に、４月

の契約時と同じ単価で、期間を変更して３月まで

の契約としたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○７番（田村敏郎） まず、特定のほうですけれ

ども、七飯町の場合は３社と、先ほど答弁ありま

したけれども、どんな業種なのか、分かれば教え

ていただきたいと思います。 

 それから、七飯町、北斗市、函館市は、長期の

場合１０万円、そしてパートというか短期の場合

は５万円という上乗せをするのだという話ですけ

れども、実質そうなると、国が幾らで、七飯町の

長期の場合はプラス１０万円という考え方でよろ

しいかどうか。 

 そして、手続はハローワークでやるのか、それ

とも直接役場が窓口となって、そこの業者に振り

込むといいますか、申請を上げてもらうと思うの

ですけれども、そこら辺の手続を簡単に教えてい

ただきたいと思います。 

 それから、スクールバスのほうですけれども、

４２９万６,０００円ですか。これは登校から下

校まで１日借り上げて開校した日にちという積算

だという話ですけれども、実際、１日当たりの単

価はどういう積算しているのか。そこを教えてく

ださい。 

 それから、単価契約は分かります。開校日で掛

ければ幾らということです。実質、予算不足だと

いう話ですけれども、４月に遡ってという意味な

のか、新年度の４月の単価を想定してということ

なのか。１月から３月までの単価の設定というの

は、４月云々と言っていましたが、その４月とい

うのは、新年度の４月ではなくて、いつの４月を

言っているのか分からないのですよね。 

 ３１％増になっているという形になると、４月
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から１２月、１月から３月、どこの時点なのか。

４月から１２月の計算でいけば、３１％上がって

いるので足りませんということは、そのとおりだ

と思うのですけれども。 

 単価契約で１日に大体幾らを見ていて、その内

訳というのは人件費ですか。これで１日当たりと

いうことは、人件費だけでなくて、いろいろな油

だとかも見ているのではないかと思うのですけれ

ども、１日当たりの積算内訳といいますか、そこ

ら辺ちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長（岩上 剛） 特定求職者の

関係でございます。 

 まず、実績としてあります業種につきまして

は、製造業ということで、主に食品製造業の事業

者に対する申請が実績としてございます。 

 また、国の助成内容、制度でございますけれど

も、これについては、様々な求職困難の区分がご

ざいまして、例えば母子家庭の場合、そして高年

齢者等の場合には、上期、下期それぞれ３０万円

で１年間で合計６０万円。身体・知的障がい者の

方につきましては、四半期ごとに３０万円という

ことで１年間で合計１２０万円。重度障がい者等

になりますと６期になりまして、１期当たり４０

万円ということで年間２４０万円で、概要としま

しては、それだけの国の補助内容になります。 

 それに対しまして、２市１町の上乗せ分とし

て、常勤に対しましては、上期１０万円、下期１

０万円、年間２０万円。短期については、上期５

万円、下期５万円の１年間で１０万円ということ

でございます。 

 また、手続の内容につきましては、これはあく

までハローワークの窓口、紹介を受けた雇用者に

対して雇用主が国の支給決定通知を基に支給決定

されましたという証明を添付していただいて、町

のほうに申請を出していただいて、支給をさせて

いただくという流れとなってございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（柴田 憲） それでは、お答え

してまいります。 

 まず、単価の考え方というか積算でございます

けれども、こちらは運輸局で公示されて金額が決

まっております。１日の借上げの場合の金額の出

し方というのが出ておりますので、それは、いわ

ゆる想定される走行キロ数、何キロ走るかという

キロ数の単価、そして時間の単価、何時間使うと

いうことで時間単価。それをこちらで計算して足

したものが単価となるというような考えでござい

ますので、こちらは当然、人件費が大部分を占め

ると思いますけれども、当然、燃料費とかといっ

たものも加味されて積算されているというような

形でございます。 

 こちらの単価もいろいろありまして、以前まで

は上限、下限ということで、範囲内で決めなさい

と運輸局で示されておりますけれども、２０２４

年問題を踏まえたのかどうかちょっと確認は取れ

ませんけれども、令和５年８月に改正されまし

て、今は下限のみということで多分上限を定めず

にということでしておりますけれども、我々は、

結果的には下限に近い金額で積算しておりますの

で、過大な金額で積算しているような考えはござ

いません。 

 そして、単価の根拠がいつの４月かというお話

でしたけれども、我々、令和６年度の予算を作る

ときは令和５年度ですので、令和５年度の秋口に

参考の見積り等を取りまして、令和６年度の予算

として積算した単価が１日６万５,１２０円でし

た。結果として、その金額の単価をベースに令和

６年度の予算を計上しましたけれども、最初に御

答弁申し上げたとおり、バスの運転手不足が見込

まれまして、当初予算で計上した金額では契約が

ちょっと難しいということで、予算の３１％増の

単価で契約を令和６年４月にしたというような形

で、４月から１２月まで同じ単価でずっと契約を

しています。 

 ただ、不足するので１２月までということで契

約いたしましたので、当然１月から３月の分もバ

スの契約しなければいけませんので、４月に契約

した同じ単価で、期間を変更して３月まで契約を

したいと考えておりまして、１年を通しての単価

は４月に契約した単価と同じ金額のままというこ

とでございますので、御理解いただきたいと思い

ます。 
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 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

 稲垣明美議員。 

○８番（稲垣明美） 商工費補助金の交付金の件

なのですけれども、地域づくり総合交付金という

ことで、地域活性化に向けた取組で、より効果的

な支援に使う交付金だと思っていますが、今回の

使い方は、町としては助かると思うのですけれど

も、ちょっともったいないような気がするのです

けれども、その辺の考え方を教えてください。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（笠原泰之） 今、議員のおっ

しゃったとおり、この交付金要項からいきます

と、地域の創意と主体性に基づく地域の特性や優

位性を生かした取組を促進を図るために予算の範

囲内で交付金を道で交付するという事業となって

おります。 

 道の駅の改修があったことから、四千数百万円

の工事費が発生したということでございます。そ

の財源として使えないかということで、道のほう

に申請しまして、１２月の頭に交付決定されたと

いう流れで、今回補正予算として上げさせていた

だきましたけれども、先ほども言いましたけれど

も、地域の活性化、発展という部分で使っていく

というのが本来の使い方といいますか申請の要望

の仕方ということはよく理解しておりますけれど

も、今回こういうことが発生したことによって財

源として使わせていただいたということでござい

ますので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございますか。 

 川村主税議員。 

○１３番（川村主悦） 先ほど、同僚議員の田村

議員が質問した一般２０ページの東大沼多目的グ

ラウンド管理費、先ほど３社入札で執行残だとい

うのは分かっていたのですけれども、契約金額を

聞き漏らした分があるので、もう一度教えていた

だきたいです。 

○議長（木下 敏） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（髙橋雅貴） それでは、お

答えします。 

 契約金額ですが１,８１５万円でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第６０号令和６年度七飯町一般会計補正予

算（第６号）を原案のとおり可決することに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ─────────────────── 

 日程第１３ 

  議案第６１号 令和６年度七飯町国民健 

康保険特別会計補正予算（第２号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１３ 議案第６１号

令和６年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（福川晃也） それでは、議案第６１

号令和６年度七飯町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）につきまして、提案説明を申し上げ

ます。 

 このたびの補正予算は、既定予算の総額に歳入

歳出それぞれ１８５万９,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ３１億９,９３５万

９,０００円とするものでございます。 

 今回の補正の主な内容は、歳入の国民健康保険

税の減額と一般会計繰入金の増額及び財政調整基

金繰入金の減額、歳出の決算見込みによる職員手

当や国庫支出金等返還金の増額などを計上するも

のでございます。 

 それでは、国保７ページの歳出から御説明を申

し上げます。 

 １款総務費１項１目一般管理費は、決算見込み

による職員手当等１６９万１,０００円の追加。 

 ４項２目収納率向上特別対策事業費は、決算見
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込みにより国保公用車の燃料費２万８,０００円

の追加。 

 ８款諸支出金１項２目その他償還金は、令和５

年度の出産育児一時金臨時補助金及び社会保障税

番号制度システム整備費等補助金の事業費確定に

伴う国庫支出金等返還金１４万円の追加。 

 次に、国保５ページの歳入にお戻りいただきま

して、１款国民健康保険税１項１目一般被保険者

国民健康保険税は、被保険者の減少等による減収

見込みにより、医療給付金分、現年課税分から介

護納付金分、現年課税分まで、合わせて１,１６

６万２,０００円の減額。 

 ５款繰入金１項１目一般会計繰入金は、国庫支

出金等の確定に伴い、保険基盤安定繰入金、保険

税軽減分９７６万２,０００円の追加。保険基盤

安定繰入金、保険者支援分４０７万円の追加。職

員給与費等繰入金１６９万１,０００円の追加。

財政安定化支援事業繰入金１,２６８万４,０００

円の追加。未就学児均等割保険税繰入金５万３,

０００円の減額。産前産後保険税繰入金２万４,

０００円の減額。合わせて２,８１３万円の追

加。 

 ２項１目国民健康保険財政調整基金繰入金は、

決算見込みにより１,８０９万円の減額。 

 ６款繰越金１項１目繰越金は、前年度繰越金３

４８万１,０００円の追加でございます。 

 提案説明は、以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第６１号令和６年度七飯町国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）を原案のとおり可決す

ることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ─────────────────── 

 日程第１４ 

  議案第６２号 令和６年度七飯町後期高 

齢者医療特別会計補正予算(第１号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１４ 議案第６２号

令和６年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（福川晃也） それでは、議案第６２

号令和６年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）につきまして、提案説明を申し上

げます。 

 このたびの補正予算は、既定予算の総額から歳

入歳出それぞれ１,７２９万６,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５億２,３７

０万４,０００円とするものでございます。 

 今回の補正の内容は、本年度の後期高齢者医療

広域連合納付金において、事務費負担金と保険基

盤安定負担金の確定による減額を計上するもので

ございます。 

 それでは、後医７ページの歳出から御説明を申

し上げます。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金１項１目後

期高齢者医療広域連合納付金は、本年度負担金の

確定により、事務費負担金８８万円の減額。保険

基盤安定負担金１,６４１万６,０００円の減額。

合わせて１,７２９万６,０００円の減額です。 

 次に、後医５ページの歳入に戻っていただきま

す。 

 ２款繰入金１項１目事務費繰入金は、後期高齢

者医療事務費繰入金８８万円の減額。 

 ２目保険基盤安定繰入金１,６４１万６,０００

円の減額。合わせて１,７２９万６,０００円の減

額でございます。 

 提案説明は、以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 
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 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第６２号令和６年度七飯町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）を原案のとおり可決

することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ─────────────────── 

 日程第１５ 

  議案第６３号 令和６年度七飯町介護保 

険特別会計補正予算(第２号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１５ 議案第６３号

令和６年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第

２号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（谷口真樹） それでは、議案第６３

号令和６年度七飯町介護保険特別会計補正予算

（第２号）について、提案説明申し上げます。 

 このたびの補正予算は、既定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ６６９万１,０００円を

追加し、総額を歳入歳出それぞれ３０億６,７４

９万３,０００円とするものでございます。 

 今回提案します補正の主な内容としては、歳出

は、保険給付費等の事業費並びに認知症支援事務

職員の手当に対する増加分、歳入につきまして

は、歳出の補正に連動した国庫支払基金、同繰入

金に対する追加補正でございます。 

 それでは、初めに、歳出から御説明申し上げま

す。 

 介保７ページをお開き願います。 

 最初に、２款保険給付費２項１目介護予防サー

ビス等諸費は、介護予防福祉用具購入並びに介護

予防住宅改修費の執行件数の増加により、負担

金、補助及び交付金に４４７万１,０００円を追

加。 

 次に、３款地域支援事業費１項１目介護予防・

生活支援サービス事業費は、居宅介護支援事業所

へ委託している介護予防ケアマネジメント件数の

増加により、委託料に１５８万８,０００円を追

加。 

 ３目包括的支援及び任意事業費は、認知症支援

事務職員２名分の手当に不足が見込まれることに

より、職員手当に６１万円を追加。 

 次に、７款諸支出金２項１目繰出金は、一般会

計における重層的支援体制整備事業の事業費増額

に伴い、繰出金に２万２,０００円を追加するも

のでございます。 

 続きまして、介保５ページの歳入にお戻り願い

ます。 

 最初に、３款国庫支出金は、１項１目介護給付

費負担金に８９万４,０００円を追加。 

 ２項１目調整交付金に２６万３,０００円を追

加。 

 ２項２目地域支援事業交付金の１節介護予防事

業交付金に３９万７,０００円、２節包括的支援

事業等交付金に２３万４,０００円をそれぞれ追

加。 

 次に、４款支払基金交付金は、１項１目介護給

付費交付金に１２０万７,０００円を追加。 

 ２目地域支援事業支援交付金に４２万８,００

０円を追加。 

 次に、５款道支出金は、１項１目介護給付費負

担金に５５万８,０００円を追加。 

 ２項１目地域支援事業交付金の１節介護予防事

業交付金に１９万８,０００、２節包括的支援事

業等交付金に１１万７,０００円をそれぞれ追

加。 

 次に、７款繰入金は、１項 1 目介護給付費繰入

金に５５万８,０００円を追加。 

 ２目地域支援事業繰入金の１節介護予防事業繰

入金に１９万８,０００円、２節包括的支援事業

等繰入金に１１万７,０００円をそれぞれ追加。 

 ２項１目介護保険財政調整基金繰入金に１５２

万２,０００円を追加するものでございます。 

 提案説明は、以上でございます。よろしく審議

を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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〇議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第６３号令和６年度七飯町介護保険特別会

計補正予算（第２号）を原案のとおり可決するこ

とに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ─────────────────── 

 日程第１６ 

  議案第６４号 令和６年度七飯町水道事 

業会計補正予算（第３号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１６ 議案第６４号

令和６年度七飯町水道事業会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（池田 晃） それでは、議案第

６４号令和６年度七飯町水道事業会計補正予算

（第３号）について、提案説明申し上げます。 

 このたびの補正予算の概要ですが、執行見込み

等による営業費用並びに営業外費用及び資本的支

出の増減と資本的支出の増減に伴う資本的収入に

関する補正予算を計上するほか、昨年度に引き続

き、継続費による事業として、本町地区老朽管布

設替その２工事、大川地区老朽管布設替その２工

事の２事業に関して継続費の設定に関する支出の

補正とその財源としての企業債の補正、また入札

執行に伴う契約確定に伴う債務負担行為、限度額

の変更をお願いするものとなってございます。 

 お手元にございます議案第１条は、令和６年度

七飯町水道事業会計補正予算（第３号）を次のと

おりとする総則でございます。 

 次の第２条は、予算第３条に定めました収益的

支出の支出総額に対し、第１款水道事業費用の既

決予定額に４００万円を追加し、総額を４億６,

４００万円とすることをお願いするものでござい

ます。 

 次の第３条は、予算第４条に定めました資本的

収入及び支出のうち、資本的収入の総額につい

て、第１款資本的収入の既決予定額を２,８４０

万円減額し、総額を４億１,５２４万８,０００円

とすることを。また、資本的支出の総額について

も、第１款資本的支出の既決予定額を同額である

２,８４０万円減額し、総額を６億３７万４,００

０円とするものでございます。 

 次の第４条は、予算第４条の２として、冒頭の

概要で申し上げました内容に関する２事業につい

て、継続費として総額、事業年度及び年割額を次

のページにあります表のとおり設定させていただ

くものとなってございます。 

 次の第５条は、予算第５条に定めました債務負

担行為について、危機管理対策手引書策定委託料

については、入札執行に伴う限度額につきまして

「１,２３３万１,０００円」から「１,１００万

円」に変更させていただくことをお願いするもの

となってございます。 

 次の第６条は、予算第６条に定めました企業債

につきまして、事業の中止や事業の見直しによる

企業債発行予定のない３事業につきましては廃止

を。また、継続費により実施する大川地区老朽管

更新事業に必要となる企業債の限度額につきまし

て変更をお願いするものとなってございます。 

 それでは、収益的支出につきまして御説明申し

上げますので、お手元の議案、水道６ページをお

開きください。 

 １款水道事業費用１項営業費用１目原水及び浄

水費は４６６万５,０００円の増額で、内訳の１

９節修繕費は、予算執行見込みにより２細節合計

１００万円の増額を。２３節動力費は、電気料金

並びに非常用発電機燃料費で政府補助金の見直し

等に伴い、予算の執行見込み等により２細節合計

３６１万円の増額を。２４節薬品費は、配水量の

増加に伴う予算執行見込みより５万５,０００円

の増額について、それぞれお願いするものでござ

います。 

 次に、２目配水及び給水費は４３０万円の増額

で、内訳の１６節委託料は、給配水業務総合管理

委託料から管路情報システム保守委託料、施設整

備関係計画策定委託料の予算執行見込みにより６
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細節合計３９１万６,０００円の減額を、危機管

理対策手引書策定委託料は、後年度実施業務量の

増加に伴い１１４万１,０００円の増額で、節合

計としまして２７７万５,０００円の減額を。１

９節修繕費は、配水施設修繕料の予算執行見込み

により７０７万５,０００円の増額をそれぞれお

願いするものでございます。 

 次に、４目業務費は２９０万円の減額で、内訳

の１４節通信運搬費は、予算執行見込みにより

２,０００円の増額を。１６節委託料は、水道料

金システム改修に関する進捗に伴い、今年度の負

担が発生しない事業分について１６１万８,００

０円の減額を。１７節手数料は、予算執行見込み

より２細節合計１１万２,０００円の増加を。３

０節量水器維持費は、予算執行見込みにより１３

９万６,０００円の減額を、それぞれお願いする

ものでございます。 

 次に、水道の７ページをお開きください。 

 ５目総係費は６万５,０００円の減額で、内訳

の１２節光熱費は、予算執行見込みにより２万

５,０００円の増額を、２８節負担金は、予算執

行見込みにより３細節合計で９万１,０００円の

減額を、それぞれお願いするものでございます。 

 次に、１款水道事業費用２項営業外費用１目支

払利息及び企業債取扱諸費は２００万円の減額

で、内訳の５１節企業債利息は、予算執行見込み

により減額をお願いするものでございます。 

 ここまでが収益的支出に関する補正の説明にな

りますが、これに関する収入の補正につきまして

は、留保資金により対応するため、収入の補正は

行う予定はございません。 

 次に、資本的支出につきまして御説明申し上げ

ます。お手元の資料、水道の９ページをお開きく

ださい。 

 １款資本的支出１項建設改良費１目水道施設費

は４３７万４,０００円の減額で、内訳の７１節

施設改良費１２細節防災備蓄用資材倉庫設置工事

は、委託先を予定していた建設事業主体より今年

度の事業実施が困難であるとの申出に伴い、事業

を中止することにより６２９万円の減額を。３５

細節大沼地区水質監視装置等設置工事及び３７細

節東大沼配水池流量計更新工事は、予算執行見込

みにより２細節合計１９１万６,０００円の増額

を、それぞれお願いするものでございます。 

 次に、２目管路整備費は２,４０２万６,０００

円の減額で、内訳の１６節委託料の大川地区老朽

管布設替実施設計委託料は、予算執行見込みによ

り３１万円の減額を。７１節施設改良費は、４細

節大川地区老朽管布設替工事、２１細節藤城地区

送水管耐震化工事、３２細節大沼地区老朽管布設

替工事の３細節合計８１８万９,０００円の増額

を。次に、３細節大中山地区老朽管布設替工事、

１４細節道道七飯大野線改良工事に伴う水道管移

設工事、２６細節峠下地区町道道路改良工事に伴

う水道管移設工事の３細節合計３,１４７万５,０

００円の減額を。７６節建設負担金は、事業中止

により４３万円の減額を、それぞれお願いするも

のでございます。 

 次に、資本的収入及び支出の収入の説明となり

ますので、お手元の資料、水道８ページへお戻り

ください。 

 １款資本的収入１項企業債１目上水道事業債は

２,４５０万円の減額で、内訳の１節水道施設債

は、防災備蓄用資材倉庫設置事業債６２０万円の

減額を。次に、２節管路整備債は、４細節大川地

区老朽管布設替事業債１６０万円の増額を。１４

細節道道七飯大野線改良工事に伴う水道管移設事

業債及び２６細節峠下地区町道改良工事に伴う水

道管移設事業債の２細節合計１,９９０万円の減

額を、それぞれお願いするものでございます。 

 次に、１款資本的収入２項負担金等１目工事施

工収入は３９０万円の減額で、内訳の１節工事補

償金の１３細節道道大野大中山線改良工事に伴う

水道管移設補償金は、予算執行見込みにより４４

万３,０００円の増額を。１４細節道道七飯大野

線改良工事に伴う水道管移設補償金、１５細節七

飯地区町道改良工事に伴う水道管移設補償金は事

業の中止により、２６細節峠下地区町道改良工事

に伴う水道管移設補償金は道路改良工事の見直し

に伴い、３細節合計で３９５万３,０００円の減

額を。次に、２節工事負担金は、事業中止により

３９万円の減額を、それぞれお願いするものでご

ざいます。 

 提案説明は、以上でございます。御説明申し上
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げました内容につきましてよろしく御審議の上、

御議決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第６４号令和６年度七飯町水道事業会計補

正予算（第３号）を原案のとおり可決することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ─────────────────── 

 日程第１７ 

  議案第６５号 令和６年度七飯町下水道 

事業会計補正予算（第２号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１７ 議案第６５号

令和６年度七飯町下水道事業会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（池田 晃） それでは、議案第

６５号令和６年度七飯町下水道事業会計補正予算

（第２号）について、提案説明申し上げます。 

 このたびの補正予算の概要ですが、執行見込み

等により営業費用や資本的支出の増減、これらに

伴う資本的収入に関する補正予算を計上するほ

か、その財源としての企業債の補正をお願いする

ものとなってございます。 

 お手元にございます議案第１条は、令和６年度

七飯町下水道事業会計補正予算（第２号）を次の

とおりとする総則でございます。 

 次の第２条は、予算第３条に定めました収益的

支出の支出総額につきまして、第１款下水道事業

費用の既決予定額を４００万円増額し、総額を７

億９,８００万８,０００円とすることをお願いす

るものでございます。 

 次の第３条は、予算第４条に定めました資本的

収入及び支出につきまして、本文括弧書き中を議

案に記載の内容に改め、資本的収入の収入総額に

つきまして、第１款資本的収入の既決予定額を３

０万円増額し、総額を１億７,６６８万３,０００

円とすることを。また、資本的支出の支出総額に

つきましても、１款資本的支出の既決予定額を１

００万円増額し、総額を３億３,３９１万９,００

０円とすることをお願いするものでございます。 

 次のページに移りまして、第４条は、予算第６

条に定めました企業債につきまして、事業の見直

しにより企業債の廃止、追加を。また、北海道が

実施する流域下水道事業の事業費増加に伴い、企

業債の限度額等につきまして、それぞれ変更する

ことをお願いするものでございます。 

 それでは、収益的収入の支出から御説明申し上

げます。お手元の下水６ページをお開きくださ

い。 

 １款下水道事業費用１項営業費用３目流域下水

道管理費は５０８万８,０００円の増額で、内訳

の２８節負担金は、函館湾浄化センターの汚水処

理等に要する経費の増額に伴う函館湾流域下水道

事務組合負担金の増額をお願いするものでござい

ます。 

 次に、４目業務費は６９万９,０００円の減額

で、内訳の１６節委託料は、水道料金システム改

修の進捗に伴い、本年度の負担が発生しない事業

分について８０万円の減額を。１７節手数料は予

算執行見込みにより２細節合計１０万円の増額

を。１８節使用料及び賃借料は、下水道使用料シ

ステムハードウェア使用料の予算執行見込みによ

り１,０００円の増額を、それぞれお願いするも

のでございます。 

 次に、５目総係費は３８万９,０００円の減額

で、内訳の７節旅費は予算執行見込み等より５万

９,０００円の減額を。１６節委託料は予算執行

見込みにより３０万円の減額を、それぞれお願い

するものでございます。 

 なお、収益的支出に関する収入の補正額につき

ましては、留保資金で対応するため、収入の補正

は行いません。 

 次に、資本的収入及び支出の支出の説明となり
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ます。お手元の議案、下水８ページをお開きくだ

さい。 

 １款資本的支出１項建設改良費２目管渠整備費

は１４５万９,０００円の減額で、内訳の１６節

委託料は、１３細節汚水管渠支障物件移設委託の

予算執行見込みにより４４万円の減額を。１４細

節下水道事業広域化概略設計等の委託料は、特環

の広域化に伴う管渠流量について鉄道管理者との

協議に必要となる測量等の業務費追加分６万１,

０００円の増額を。次に、７１節施設改良費は、

汚水桝等新設工事の予算執行見込みにより１０８

万円の減額を、それぞれお願いするものでござい

ます。 

 次に、３目流域下水道事業費は、北海道が実施

する事業費の増加に伴い建設負担金２６６万４,

０００円の増額をお願いするものでございます。 

 次の４目資産取得費は、内訳の７４節有形固定

資産取得費は、予算執行見込みにより２０万５,

０００円の減額をお願いするものでございます。 

 次に、資本的収入及び支出の収入の説明となり

ます。お手元の下水７ページをお開きください。 

 １款資本的収入１項企業債１目下水道事業債は

１４０万円の増額で、内訳の３節流域下水道事業

債は、前段で御説明申し上げました流域下水道事

業費の財源として１４０万円の増額をお願いする

ものでございます。 

 次に、１款資本的収入４項負担金等２目工事施

工収入は、１１細節町道改良工事及び１２細節道

道改良工事は、予算執行見込み等により合計で１

１０万円の減額をそれぞれお願いするものでござ

います。 

 以上、御説明申し上げました内容につきまして

よろしく御審議の上、御議決くださいますようお

願い申し上げます。 

 提案説明は、以上でございます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第６５号令和６年度七飯町下水道事業会計

補正予算（第２号）を原案のとおり可決すること

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ─────────────────── 

 日程第１８ 

発議案第１２号 七飯町議会の個人情報

の保護に関する条例の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１８ 発議案第１２

号七飯町議会の個人情報の保護に関する条例の一

部改正についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 中川友規議員。 

○９番（中川友規） それでは、説明させていた

だきます。 

 発議案第１２号七飯町議会の個人情報の保護に

関する条例の一部改正について。 

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１１

２条及び会議規則第１３条第２項の規定により提

出いたします。 

 令和６年１２月９日。 

 七飯町議会議長、木下敏様。 

 提出者、七飯町議会議員、中川友規。 

 賛成者、七飯町議会議員、上野武彦議員、澤出

明宏議員、佐々木陵二議員、川村主税議員、稲垣

明美議員。 

 七飯町議会定例会発議案関係資料の概要の資料

１を基に説明させていただきます。 

 七飯町議会の個人情報の保護に関する条例の一

部を変更する条例の概要。 

 １、改正理由。 

 令和６年６月７日に情報通信技術の活用による

行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行

政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル

社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和６

年法律第４６号）が公布されたことに伴い、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。



 － 29 － 

以下「法」という。）が改正されます。 

 上記法改正に対応するため、七飯町議会の個人

情報の保護に関する条例（令和５年条例第１３

号）の第２条第１０項中「第２条第８項」を「第

２条第９項」に改める改正を行うほか関係条文の

整備が必要であることから、一部改正を行うもの

であります。 

 ２、改正内容。 

 法第２条第８項以降が１項ずつ繰り下がること

に伴い、法引用条項を改めるほか、所要の整備を

行います。 

 ３、施行期日。 

 この条例は、情報通信技術の活用による行政手

続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営

の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形

成基本法等の一部を改正する法律（令和６年法律

第４６号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行

の日から施行する。ただし、第２条第１０項の改

正規定（「以下」を「第１２条第５項において」

に改める部分に限る。）、第１２条第５項の改正

規定（「及び第２９条」を削る部分に限る。）並

びに第１７条第１項各号列記以外の部分及び第２

項第１号ア、第１８条第１項及び第２項第２７条

第２項、第３１条第２項、第３２条第３項、第３

８条第１項及び第２項、第３９条第３項並びに第

４８条の改正規定は公布の日から施行する。 

 以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 発議案第１２号七飯町議会の個人情報の保護に

関する条例の一部改正についてを原案のとおり可

決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ─────────────────── 

 日程第１９ 

発議案第１３号 特別委員会設置に関す

る決議 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１９ 発議案第１３

号特別委員会設置に関する決議を議題といたしま

す。 

 提案説明を求めます。 

 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 特別委員会設置に関する決

議。 

 次のとおり、特別委員会を設置する。 

 １、名称。 

 七飯町社会教育施設整備（体育館・図書館・

プール）・大中山中学校整備等に関する調査特別

委員会（９８条付与）。 

 ２、設置の目的。 

 七飯町社会教育施設整備（体育館・図書館・

プール）及び大中山中学校整備等について、各種

計画等との整合性を含めた調査を行うため。 

 ３、構成人員。 

 議長を除く１３名。 

 ４、権限。 

 設置の目的に掲げる調査を行うに当たり、地方

自治法第９８条第１項の権限を付与する。 

 ５、活動期間。 

 調査が終了するまで、閉会中も継続して調査を

行う。 

 発議案第１３号特別委員会設置に関する決議。 

 標記の発議案を会議規則第１３条第１項及び第

２項の規定により、別紙のとおり提出いたしま

す。 

 令和６年１２月９日。 

 七飯町議会議長、木下敏様。 

 提出者、七飯町議会議員、中川友規。 

 賛成者、七飯町議会議員、上野武彦議員、澤出

明宏議員、稲垣明美議員、川村主税議員、佐々木

陵二議員。 

 説明については、先ほど述べたとおりでござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま
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す。 

 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） 社会教育施設整備（体育

館・図書館・プール）、このことについては異議

はありませんが、大中山中学校整備という項目が

入っているのですが、これはどういう趣旨で入っ

ているのかの説明をお願いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） ただいま、大中山中学校の

関係で、どういう趣旨でということでありますけ

れども、大中山中学校の整備はこれからというこ

とで、町のほうでは長寿命化ということでお話が

ありますけれども。 

 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設

助成課で、学校施設の長寿命化計画策定をまとめ

ている資料の中の令和５年に策定されている資料

で、教育部局だけではなくて、町長部局だとか地

域の声だとか防災だとか、いろいろな面での取組

を踏まえて幅広く意見を聞いた中で、改めて長寿

命化計画の見直しというものが新たに必要だとい

う見解が出されているということです。 

 それが、本来であれば、七飯町中学校等にも同

様に対応できればよかったのかもしれませんけれ

ども、七飯町中学校に関しては、令和５年の時点

で長寿命化の基本設計、実施設計がもう進められ

動いているということで、その後にこれが出てき

ているということです。 

 国では、防災の観点も含めた施設整備に関して

は、そういうものもしっかり踏まえて進めてくだ

さいというような資料が作成されておりますの

で、そういうことを踏まえて、今回の特別委員会

には、大中山中学校に関しては、まだ事業が進ん

でいないという状況だと思いますので、その前に

反映できるように大中山中学校の整備も含めて調

査をしたいということで出しております。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） 御説明はよく分かりまし

た。 

 町民サイドからすると、七飯中学校は長寿命化

を着工し、大中山中学校は、いつどうなるか、こ

れから決まるのでしょうけれども、長寿命化をや

めるという結果になるのかどうかは、これからの

話になると思うのですが、見直すことによって、

例えばエアコンの整備だとか、給湯関係がかなり

危ないという説明を何度も受けていますので、そ

ういうことに支障がないように進めていただけれ

ば一番いいのですが、その辺のことはこれから先

の話になると思うのですけれども、取りあえず、

長寿命化を含めて検討するということで解釈して

よろしいですか。 

○議長（木下 敏） 中川友規議員。 

○９番（中川友規） 長寿命化含めてというの

は、もちろん含めた中での調査ということで考え

ております。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 発議案第１３号特別委員会設置に関する決議に

ついて、原案のとおり可決し、併せて地方自治法

第９８条の検査権を付与したいと思いますが、御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案については原案のとおり可決し、

併せて地方自治法第９８条の検査権を付与するこ

とに決定いたしました。 

 ただいま設置されました七飯町社会教育施設

（体育館・図書館・プール）・大中山中学校整備

等に関する調査特別委員は、七飯町議会委員会条

例第６条の規定により、議長が会議に諮って指名

することになっております。 

 お諮りいたします。 

 七飯町社会教育施設（体育館・図書館・プー

ル）・大中山中学校整備等に関する調査特別委員

は、議長を除く全員の議員を指名したいと思いま

すが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、七飯町社会教育施設（体育館・図書

館・プール）・大中山中学校整備等に関する調査
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特別委員には、議長を除く議員全員を選任するこ

とに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

午後 １時５７分 休憩 

────────────── 

午後 ２時２８分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 青山金助議員から本日の会議を早退する届出が

ありました。 

  ─────────────────── 

諸 般 の 報 告 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、諸般の報告をいた

します。 

 ただいま、七飯町社会教育施設（体育館・図書

館・プール）・大中山中学校整備等に関する調査

特別委員会より、委員長に川上弘一議員、副委員

長に田村敏郎議員を互選した旨の報告がありまし

た。 

 この際、委員長就任の挨拶を求めます。副委員

長も一緒にお願いいたします。 

○５番（川上弘一） ただいま、特別委員会委員

の皆様からの推薦をいただきまして、委員長に就

任いたしました川上でございます。副委員長には

田村議員が当たっております。 

 大変責任を重く感じているところではございま

すけれども、皆様方の御協力を得ながら委員会を

スムーズに進めていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。（拍手） 

○議長（木下 敏） 委員長就任の挨拶を終わり

ます。 

  ─────────────────── 

 日程第２０ 

請願第１号 七飯町体育館整備基本計画

の取り下げを求める請願書 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２０ 請願第１号七

飯町体育館整備基本計画の取り下げを求める請願

書を議題といたします。 

 紹介議員の説明を求めます。 

 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） 町民の団体の方から請願

が出まして、紹介議員として読み上げますので、

よろしく御審議のほどお願いしたいと思います。 

 請願第１号七飯町体育館整備基本計画の取り下

げを求める請願書。 

 請願趣旨。 

 私たちの会は、今年３月、図書館建設先送りの

動きを受けて、「このままあきらめることはでき

ない」との思いで結成されました。現在会員は３

５０名に達しようとしています。 

 先送りの理由となった事業を盛り込んだ予算案

に反対し、議員要請、議会傍聴を行いましたが、

予算案は一旦予算審査特別委員会で否決となった

ものの本会議では承認され図書館建設先送りは決

定いたしました。その後の町長との交渉の中では

体育館との複合施設を求めましたが、これも受け

入れられず、現図書室からの移転との方針が示さ

れました。 

 会としては移転にあたって、移転先を図書館と

して開設してほしいことや司書の配置、図書費の

大幅な増額などを求めました。また図書館整備の

基本コンセプト、町民に愛され、親しまれ、憩い

とふれあいに満ちた生涯学習の拠点となる七飯町

の図書館はどうあるべきか。元市立小樽図書館長

を講師に招き講習会を開催し１００名を超える参

加者で学習を深めてきました。 

 移転先は文化センターとなり、そのレイアウト

については会にも相談があり意見を述べ、受け入

れられました。司書の配置、図書費についても前

進しつつあります。 

 しかしながら、今回の七飯町体育館整備基本計

画案は広さ、金額とも膨大なものであり、移転図

書室との落差に驚くとともに、この計画がこのま

ま強行されるならば図書館建設は三度先送りにさ

れるのではとの懸念が消えません。また、町民の

憩いの場である見晴公園に巨大な建物が建設され

ることは違和感があります。計画案に対するパブ

リックコメントの中には、体育館についてのパブ

リックコメントであるにもかかわらず、図書館や

プールに対する要望も数多くあり、図書館・プー

ルの先送りに対して多くの町民が納得していない

ことを示しています。 
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 町は現計画案を一旦取り下げ、社会教育施設整

備検討委員会を立ち上げた初心に戻って、図書

館、プールを含めた計画を今一度真剣に検討され

ることを要望いたします。 

 請願項目。 

 １、七飯町体育館整備基本計画を取り下げ、図

書館・プールを含めた検討をすること。 

 以上、地方自治法１２４条の規定により、請願

いたします。 

 令和６年１２月２日。 

 七飯町議会議長、木下敏殿。 

 請願者、七飯町に図書館建設を求める会、代

表、塩田龍男。 

 紹介議員、七飯町議会議員、上野武彦、平松俊

一であります。 

 よろしく御審議ください。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております請願第１号七飯

町体育館整備基本計画の取り下げを求める請願書

は、詳細な審査を要するために、会議規則第９０

条の規定に基づき、七飯町社会教育施設（体育

館・図書館・プール）・大中山中学校整備等に関

する調査特別委員会に付託し、併せて閉会中の継

続審査といたしたいと思いますが、これに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本請願は、七飯町社会教育施設（体育

館・図書館・プール）・大中山中学校整備等に関

する調査特別委員会に付託し、併せて閉会中の継

続審査とすることに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第２１ 

請願第２号 七飯町体育館整備基本計画

の全面撤回と再検討を求める請願書 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２１ 請願第２号七

飯町体育館整備基本計画の全面撤回と再検討を求

める請願書を議題といたします。 

 紹介議員の説明を求めます。 

 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 請願第２号七飯町体育館

整備基本計画の全面撤回と再検討を求める請願

書。 

 紹介議員ということで、私のほうから提案させ

ていただきます。 

 請願要旨。 

 私たち、＜本町美晴公園を守る会＞は、体育館

整備基本計画案で本町美晴公園が建替用地とされ

ている事に反対する町民によって、公園の全域保

存を目的として今年８月に結成されました。 

 本町美晴公園は町民の思い出と憩いの場である

だけでなく気候変動で必要性が増す貴重な住宅地

の緑地であり、削減する事は町の掲げるＳＤＧｓ

やゼロカーボンとも矛盾し『自然を大切にし、美

しい町をつくりましょう』という町民憲章にも反

すると考えられることに加え、検討委員会より町

の意向が優先された策定プロセス、根拠が示され

ず図書館とプールが一方的に延期、事前に存在し

ていた公園内体育館配置図の７月公表計画案無記

載、日程告知なくパブリックコメント実施とＱＲ

コード不備で計画案閲覧不可等が次々と明らかに

なった事から、私たちは計画案と町の進め方に

様々な問題があると考え、町に対し変更を求めて

まいりました。 

 パブリックコメントの結果でも約半数が見晴公

園を用地とする事に反対・懸念意見で、多大な設

備・予算から財政に対する不安、図書館やプール

を要望する意見も多数あり、私たちの２００名超

の会員だけでなく多くの町民が現計画案に懸念を

抱いている事は明白ですが、先の町民説明会では

スポーツセンター単独とした根拠や工事費高騰対

策・ランニングコスト等をはじめとした様々な質

問にほとんど具体的な回答がなされず、きちんと

した説明を求める町庁民が声を上げるなか時間切

れと一方的に閉会するといった対応から、町民に

説明責任を果たさず計画案を進めようとする町の

姿勢に不信感が増すばかりです。 

 私たちは現計画案には反対ですが、スポーツセ

ンター建替自体に反対ではありません。道の駅の



 － 33 － 

浄化槽問題が大きく報道されるなか、１１月２２

日付の道新をはじめ現計画案を取り巻く状況も記

事になり、町内外から多くの疑問の目が七飯町の

行政に向けられています。これ以上の町のイメー

ジ悪化を防ぐ意味においても、町民から支持され

ず意見の相違から分断を生みかねない現計画案で

はなく、町民が心から賛同できるような計画に改

めるべきではないでしょうか。 

 現計画案を全面撤回し、町民の意見を偏りなく

取り入れる体制で検討委員会を改めて設置、策定

プロセスの透明性を高め、見晴公園の全域保存を

前提としてパブリックコメントで要望の多かった

図書館とプールも含め当初の目的に立ち返って再

検討することを要望いたします。 

 請願項目。 

 １、体育館整備基本計画案の全面撤回、検討委

員会を再組織し、見晴公園の全域保存を前提とし

て図書館とプールも含めた再検討を行う事。 

 以上、地方自治法第１２４条の規定により、請

願いたします。 

 令和６年１２月２日。 

 七飯町議会議長木下敏殿。 

 請願者、本町見晴公園を守る会、代表、長谷川

大。 

 紹介議員、七飯町議会議員、上野武彦、七飯町

議会議員、平松俊一。 

 以上です。よろしく御審議をください。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております請願第２号七飯

町体育館整備基本計画の全面撤回と再検討を求め

る請願書は、詳細な審査を要するため、会議規則

第９０条の規定に基づき、七飯町社会教育施設

（体育館・図書館・プール）・大中山中学校整備

等に関する調査特別委員会に付託し、併せて閉会

中の継続審査といたしたいと思いますが、これに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本請願は、七飯町社会教育施設（体育

館・図書館・プール）・大中山中学校整備等に関

する調査特別委員会に付託し、併せて閉会中の継

続審査とすることに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第２２ 

請願第３号 体育館建設計画は白紙に戻

し、見直しを求める請願書 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２２ 請願第３号体

育館建設計画は白紙に戻し、見直しを求める請願

書を議題といたします。 

 紹介議員の説明を求めます。 

 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） 団体の請願を紹介議員と

して読み上げますので、よろしく御審議のほどお

願い申し上げます。 

 請願第３号体育館建設計画は白紙に戻し、見直

しを求める請願書。 

 請願趣旨。 

 新日本婦人の会は、１９６２年の創立以来、ど

んな悩みや要求も、みんなの問題として話し合

い、手をつなぎ、実現めざし運動している全国組

織です。また、２００３年には、その活動が評価

され国連経済社会理事会の特別協議資格をもつ国

際ＮＧＯに認証され、女性平和基金を活用した世

界の女性との交流・連帯を広げています。七飯町

においても、生活の向上、女性の権利、子どもの

しあわせのために活動をしています。 

 さて、去る１１月１５日、１８日に「体育館建

設にかかる町民説明会」が開催されましたが、出

席者は４会場合わせて１５０名足らずと少なく全

町民に丁寧に説明したとは言えない説明会と思い

ます。さらに、初めて目にした町の計画に、様々

な町民の疑問や不安にきちんと答えたものではな

く、一方的な押し付けと感じました。 

 町民の声を大事にし、町民とともに安心安全住

みやすい七飯町にするために、以下の通り請願し

ます。 

 請願事項。 

 １、建設計画を白紙に戻し、規模、場所、建設

費等を検討しなおすこと。 
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 ２、広く町民の理解と納得が得られるように丁

寧に説明会を開催し、町民とともに体育館建設に

取り組むこと。 

 ３、今後人口減になることを考え、体育館の管

理維持費について町民の負担が大きくならないよ

うに綿密な計画を提案すること。 

 以上、地方自治法１２４条の規定により、請願

いたします。 

 令和６年１２月２日。 

 七飯町議会議長、木下敏殿。 

 請願者、新日本婦人の会、七飯支部、支部長、

多田真理子。 

 紹介議員、七飯町議会議員、平松俊一、同じく

上野武彦であります。 

 よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております請願第３号体育

館建設計画は白紙に戻し、見直しを求める請願書

は、詳細な審査を要するため、会議規則第９０条

の規定に基づき、七飯町社会教育施設（体育館・

図書館・プール）・大中山中学校整備等に関する

調査特別委員会に付託し、併せて閉会中の継続審

査といたしたいと思いますが、これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本請願は、七飯町社会教育施設（体育

館・図書館・プール）・大中山中学校整備等に関

する調査特別委員会に付託し、併せて閉会中の継

続審査とすることに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第２３ 

  発議案第１４号 訪問介護報酬引き上げ 

の再改定を早急に求める意見書 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２３ 発議案第１４

号訪問介護報酬引き上げの再改定を早急に求める

意見書を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） それでは、発議案第１４

号訪問介護報酬引き上げの再改定を早急に求める

意見書。 

 標記の意見書を会議規則第１３条第１項及び第

２項の規定により、別紙のとおり提出します。 

 令和６年１２月９日。 

 七飯町議会議長、木下敏様。 

 提出者、七飯町議会議員、上野武彦。 

 賛成者、七飯町議会議員、江口勝幸、川上弘

一、澤出明宏、田村敏郎。 

 それでは、読み上げて提案をいたします。 

 訪問介護報酬引き上げの再改定を早急に求める

意見書。 

 訪問介護事業者の倒産が民間調査会社によれ

ば、今年１０月までですでに過去最多を更新しま

した。深刻な経営状況の事業者も少なくないなか

で、４月から介護報酬の改定によって訪問介護の

基本報酬が引き下げられた影響が指摘されていま

す。今年６月末時点では、全国９７町村で訪問介

護事業所がなくなっており、２７７市町村では１

つしかないという現状になっています。このまま

では、在宅介護が続けられないなどの「介護難

民」がいっそう広がりかねない事態になっていま

す。 

 そもそも、介護保険が創立された２０００年か

ら最低賃金は約１.５倍となりましたが、訪問介

護の基本報酬は介護保険創設時よりも引き下げら

れるなど、全産業平均よりも賃金が低く抑えられ

てきました。そのため、ホームヘルパーの高齢化

と人手不足は危機的状況です。訪問介護員の有効

求人倍率は１４.１４倍（２３年度）にものぼ

り、平均年齢は５４.４歳、６０歳以上が３７.６

％を占めています。 

 ホームヘルパーが置かれている現状について、

２月２日に東京高等裁判所は「賃金支払いの法令

遵守や賃金水準の改善と人材確保が長年の政策課

題とされながら、課題解消に至っていない事実は

認められる」と認定しています。 

 訪問介護を取り巻く厳しい状況のなかで、政府

が基本報酬を引き下げたことは、介護人材の確保
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をますます困難にするものです。 

 よって、政府においては、住み慣れた地域で安

心して日常生活を続けられるように、訪問介護事

業者の経営やホームヘルパーの待遇を改善するた

めに、訪問介護報酬を引き上げるための再改定を

早急に行うことを求めます。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出します。 

 北海道七飯町議会。 

 提出先、衆議院議長殿、参議院議員議長殿、内

閣総理大臣殿、厚生労働大臣殿。 

 以上です。よろしく御御審議ください。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 発議案第１４号訪問介護報酬引き上げの再改定

を早急に求める意見書を原案のとおり可決するこ

とに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ─────────────────── 

 日程第２４ 

  議員の派遣について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２４ 議員の派遣に

ついてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 会議規則第１２７条の規定により、閉会中にお

いて緊急を要する場合にあっては、派遣の目的、

場所、期間等について、議長に一任願いたいと思

いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については、議長に一任すること

に決定いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第２５ 

閉会中の委員会活動の承認について 

────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２５ 閉会中の委員

会活動の承認についてを議題といたします。 

 お手元に配付のとおり、議会運営委員会から、

特定の案件について、閉会中に委員会活動を行い

たい旨の申出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員会申出のとおり、その活動を承認すること

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、委員会申出のとおり、その活動を承認

することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

閉 会 宣 告 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 以上で、本定例会に付議さ

れた全ての案件の審議は終了いたしました。 

 よって、令和６年第４回七飯町議会定例会を閉

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ２時５５分 閉会 
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